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は

じ

め

中
国
の
三
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
貴
族
制
と
栴
す
べ
き
固
家
的
身
分
制
が
存
在
し
、
日
本
の
戦
後
歴
史
撃
に
お
い
て
、
そ
の
世
界
史
上
の
位
置

(
l
)
 

づ
け
が
時
代
匿
分
論
争
の
一
つ
の
焦
貼
と
な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
時
代
匝
分
論
争
の
終
需
の
後
、
久
し
く
説
か
れ
績
け
た

(
2
)
 

研
究
の
細
分
化
を
克
服
す
る
た
め
、
「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
と
は
異
な
る
覗
座
を
持
つ
比
較
史
の
方
法
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
中

(
3
)
 

園
の
国
家
瞳
制
を
表
現
す
る
こ
つ
の
概
念
で
あ
る
「
郡
牒
」
と
「
封
建
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
水
林
彪
は
、
中
国



2 

の
「
封
建
」
の
本
質
を
「
共
同
盟
を
基
礎
と
し
こ
れ
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
、
正
賞
な
暴
力
を
な
に
が
し
か
の
程
度
に
お
い
て
分
有
す
る
族
的

諸
勢
力
が
、
幾
段
階
も
の
人
的
身
分
制
的
統
合
開
係
に
よ
っ
て
形
成
す
る
重
層
的
権
力
秩
序
」
と
把
握
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
的
「
封
建
」

と
西
欧
的

FOE--芯
、
日
本
の
中
世
・
近
世
の
「
封
建
制
」
を
包
括
す
る
胡
座
を
構
築
し
得
る
、
と
主
張
す
る
。
こ
の
試
み
は
高
く
許
慣
す

べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
比
較
史
の
陥
り
や
す
い
概
念
の
過
度
の
抽
象
化
を
克
れ
て
い
な
い
。
か
か
る
賦
況
を
乗
り
越
え
る
た
め

に
は
、
中
園
史
に
お
け
る
「
封
建
」
論
の
特
徴
と
そ
の
時
代
的
背
景
が
解
明
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

後
漢
末
か
ら
貌
菅
に
か
け
て
は
、
中
国
貴
族
制
の
形
成
期
で
あ
る
と
共
に
、
「
封
建
」
論
が
活
護
に
主
張
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
る
。
貴
族
制

を
内
在
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
中
園
の
惇
統
思
想
、
就
中
、
儒
教
に
お
い
て
、
貴
族
制
が
い
か
な
る
理
念
に
よ
り
正
統
化
さ
れ
て
い
た
の

(
4
)
 

か
、
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
中
園
貴
族
制
を
「
封
建
」
と
い
う
理
念
と
の
関
係
の
中
で
捉
え
直
す
試
み
で
あ
る
。

六
朝
貴
族
と
陪
唐
貴
族
制

2 

(
5
)
 

中
園
に
お
け
る
貴
族
政
治
に
最
初
に
着
目
し
た
内
藤
湖
南
は
、
「
唐
末
ま
で
の
中
世
と
宋
以
後
の
近
世
を
そ
れ
ぞ
れ
特
色
づ
け
る
の
は
、
前

者
が
貴
族
政
治
の
時
代
で
あ
る
の
に
封
し
、
後
者
が
君
主
濁
裁
政
治
の
時
代
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
貴
族
政
治
の
時
代
に
お
い
て
は
、

①
|
|
l
i
l
i
-
-
I
l
-
-
I
l
l
i
-
-

君
主
は
貴
族
階
級
の
共
有
物
で
あ
っ
て
、
紹
封
的
権
力
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

一
方
、
貴
族
た
ち
は
首
時
の
政
治
上
の
位
置
か
ら

は
ほ
と
ん
ど
超
越
し
て
い
る
。
第
一
流
の
貴
族
は
か
な
ら
ず
天
子
宰
相
に
な
る
と
も
か
、
ぎ
ら
ず
、
天
子
が
第
一
流
の
家
柄
を
持
つ
よ
う
に
な
る

望
家
と
し
て
永
績
し
た
閲
係
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

の
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
貴
族
は
、
制
度
と
し
て
天
子
か
ら
領
土
人
民
を
あ
た
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
は

必
-
-
-

い
わ
ゆ
る
郡
望
な
る
も
の
の
本
睦
が
こ
れ
に
あ
た
る
」
と
述
べ
、
貴
族
の
基
盤
を

の
家
柄
が
自
然
に
地
方
の
名

②
「
地
方
の
名
望
家
」
や
「
郡
望
」
、

つ
ま
り
郷
里
枇
舎
に
求
め
る
説
の
晴
矢
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
①
「
君
主
は
貴
族
階
級
の
共
有
物
」
と

い
う
理
解
は
、
貴
族
の
表
象
、
す
な
わ
ち
、
貴
族
が
白
ら
抱
き
、
ま
た
一
吐
舎
の
他
の
人
々
に
押
し
つ
け
共
有
さ
せ
よ
う
と
し
た
貴
族
観
念
そ
の

ま
ま
の
理
解
と
言
え
よ
う
。
豆
墨
田
」
巻
九
十
八
王
敦
停
に
、



(
元
)
帝
初
め
江
東
に
鎮
す
る
も
、
威
名
未
だ
著
は
れ
ず
。
(
王
)
敦
従
弟
の
(
王
)
導
ら
と
輿
に
、
心
を
同
じ
く
翼
戴
し
て
、
以
て

中
興
を
隆
に
す
。
時
人
之
が
語
を
矯
り
て
日
く
、
「
王
と
馬
と
、
天
下
を
共
に
す
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
時
人
」
と
表
現
さ
れ
る
貴
族
聞
の
輿
論
に
お
い
て
、
現
邪
の
王
氏
が
皇
帝
の
司
馬
氏
と
「
天
下
を
共
に
」
し
て
い
る
、
と

(
6
)
 

い
う
観
念
が
存
在
し
た
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
「
君
主
は
貴
族
階
級
の
共
有
物
」
と
い
う
歴
史
的
事
賓
が
賓
誼
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
7
)
 

こ
の
た
め
、
内
藤
の
中
世
説
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
宮
崎
市
定
は
、
「
三
国
時
代
か
ら
唐
に
至
る
中
国
の
一
吐
舎
は
、
寧
ろ
本
質
的
に
は
封
建

制
が
出
現
す
べ
き
枇
舎
で
あ
っ
た
も
の
が
、
君
主
権
の
最
存
に
よ
っ
て
貴
族
制
と
い
う
特
殊
な
形
態
を
採
っ
た
と
考
え
る
方
が
異
相
に
近
い
か

も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
て
、
む
し
ろ
「
君
主
権
の
最
存
」
こ
そ
が
、
中
国
濁
白
の
中
世
の
政
治
形
態
で
あ
る
貴
族
制
を
創
り
出
し
た
と
す
る
。

そ
し
て
、
内
藤
の
重
覗
す
る
「
地
方
の
名
望
家
」
の
「
郡
望
」
と
貴
族
制
と
の
閲
係
を
九
品
官
人
法
に
お
け
る
郷
品
と
官
品
と
の
封
磨
と
し
て

説
明
し
た
の
で
あ
る
。

3 

こ
れ
を
、
つ
け
た
谷
川
遁
雄
は
、
宮
崎
の
所
説
を
「
官
品
が
郷
品
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
事
賓
は
、
貴
族
の
身
分
・
地
位
が
い
く
ら
王

朝
権
力
に
よ
っ
て
付
輿
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
て
も
、
本
源
的
に
は
そ
の
郷
黛
枇
舎
に
お
け
る
地
位
・
権
威
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
王
朝
は
そ
れ
の
承
認
機
関
に
す
ぎ
な
い
」
と
意
義
づ
け
、
郷
里
一
吐
舎
か
ら
貴
族
制
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
自
ら
の
問
題
意
識
を
鮮
明
に
し

た
。
そ
し
て
、
川
勝
義
雄
と
の
共
同
研
究
に
よ
り
「
豪
族
共
同
盟
」
論
を
展
開
し
、
矢
野
主
税
・
越
智
重
明
ら
と
論
争
を
繰
り
麿
げ
る
中
で
、

(
8
)
 

自
ら
の
撃
説
を
磨
き
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
谷
川
・
川
勝
「
豪
族
共
同
盟
」
論
に
依
嫁
し
て
、
郷
里
一
吐
舎
か
ら
陪
唐
時
代
の
貴
族
制
を
分
析
・
理
論
化
し
て
い
く
研
究
は
、
多

く
は
な
い
。
西
説
字
文
泰
政
権
に
淵
源
す
る
胡
漢
融
合
の
支
配
階
層
「
闘
臨
集
園
」
が
、
北
周
・
陪
唐
の
政
治
・
軍
事
の
最
高
支
配
集
圏
を
形

成
し
、
後
漢
以
来
の
惇
統
と
格
式
を
誇
る
奮
北
斉
系
「
山
東
門
閥
」
と
封
立
し
、

こ
れ
を
抑
医
す
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
説
く
、
陳
寅
惜
の
「
闘
臨
集
圏
」
論
へ
の
評
慣
が
、
陪
唐
貴
族
制
研
究
の
中
心
課
題
と
し
て
存
在
す

(
9
)
 

る
た
め
で
あ
ろ
う
。

『
貞
観
氏
族
譜
』
を
め
ぐ
る
乳
聴
な
ど
、
唐
初
に
お
い
て
は
、

3 



4 

の
初
奏
本
で
第
一
等
と
さ
れ
た
博
陵
の
崖
民
幹
を
含
む
「
王
・

(
日
)

崖
・
慮
・
李
・
鄭
」
を
「
山
束
郡
望
」
と
す
る
、
柳
芳
の
「
氏
族
論
」
所
載
の
大
姓
を
基
準
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
、

(

円

以

)

D
川
ト
ウ
イ
チ
エ
ツ
ト
は
、
敦
埋
設
見
の
「
郡
望
表
」
に
着
目
し
な
が
ら
、
柳
芳
の
「
氏
族
論
」
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
な
大
貴
族
だ
け
で
な
く
、

(ロ)

地
方
中
小
貴
族
を
も
覗
野
に
含
め
た
貴
族
制
研
究
の
、
必
要
性
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
を
、
つ
け
た
吉
岡
員
は
、
柳
芳
の
「
氏
族
論
」
所
載
の
お
よ
そ

こ
う
し
た
中
、
陪
唐
史
研
究
に
お
け
る
貴
族
の
定
義
は
、
『
貞
観
氏
族
譜
』

三
十
姓
を
「
門
閥
」
、
「
郡
望
表
」
か
ら
窺
い
う
る
地
方
中
小
貴
族
を
「
郡
望
」
、
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
な
い
層
を
「
庶
姓
」
と
規
定
し
て
、
陪
唐

に
お
け
る
支
配
階
層
の
数
的
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
陪
唐
貴
族
制
の
研
究
に
お
い
て
、
貴
族
は
郷
里
一
吐
曾
よ
り
規
定
さ
れ
る
こ
と

は
少
な
く
、
『
貞
観
氏
族
譜
』
や
各
種
「
郡
望
表
」
な
ど
に
掲
載
さ
れ
る
身
分
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

谷
川
・
川
勝
「
豪
族
共
同
盟
」
論
に
代
表
さ
れ
る
六
朝
貴
族
論
は
、
郷
里
一
吐
舎
の
覗
座
よ
り
貴
族
の
意
識
を
追
及
し
、
陪
唐
貴
族
制
論
は
、

君
主
権
力
に
よ
り
編
成
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
身
分
制
と
し
て
貴
族
制
を
捉
え
る
。
と
も
に
中
園
貴
族
制
を
研
究
し
な
が
ら
雨
者
の
捉
え
方
が
接

の
崩
壊
期
を
扱
う
陪
唐
貴
族
制
論
が
、
貴
族
制
の
改
革
を
目
指
す
君
主
に
よ
る
貴
族
制
の
再
編
に
多
く
注
目
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

4 

合
し
な
い
理
由
は
、
貴
族
の
形
成
期
を
扱
う
六
朝
貴
族
論
が
、
貴
族
の
生
成
過
程
を
そ
の
表
象
か
ら
解
明
せ
ん
と
し
た
こ
と
に
封
し
、
貴
族
制

貴
族
や
貴
族
制
に
釘
す
る
分
析
↓
幅
角
を
、
郷
里
枇
舎
と
皇
帝
権
力
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
限
定
し
て
は
な
る
ま
い
。

賓
は
、
郷
里
一
吐
舎
か
ら
貴
族
を
考
え
る
覗
座
の
晴
矢
と
さ
れ
た
内
藤
湖
南
は
、
陪
唐
時
代
に
つ
い
て
は
、
前
掲
し
た
「
概
括
的
唐
宋
時
代

観
」
の
中
で
、
「
貴
族
政
治
の
時
代
に
は
、
貴
族
が
権
力
を
握
る
習
慣
で
あ
る
か
ら
、
陪
の
丈
帝
・
唐
の
太
宗
の
如
き
英
主
が
出
で
、
制
度
の

上
に
於
て
は
貴
族
の
権
力
を
認
め
ぬ
事
に
し
て
も
、
(
貫
際
の
政
治
に
は
向
其
形
式
が
残
っ
て
、
政
治
は
貴
族
と
の
協
議
瞳
と
な
っ
た
。
勿
論
、

こ
の
協
議
睦
は
代
議
政
治
で
は
な
い
。
唐
代
に
於
け
る
政
治
上
の
重
要
機
関
は
三
つ
あ
っ
た
。
日
く
向
書
省
、
日
く
中
書
省
、
日
く
門
下
省
で

あ
る
。
:
:
:
一
一
一
省
と
も
に
大
官
は
皆
貴
族
の
出
身
で
あ
る
の
で
、
貴
族
は
天
子
の
命
令
に
絶
針
に
服
従
し
た
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
君
主
権

(
日
)

力
と
貴
族
と
の
封
抗
闘
係
の
中
で
、
貴
族
政
治
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
朝
貴
族
論
と
陪
唐
貴
族
制
論
に
お
け
る
二
つ
の
方
法
論
は
、

元
来
、
内
藤
湖
南
の
貴
族
政
治
へ
の
分
析
覗
角
の
中
に
、
と
も
に
含
ま
れ
て
い
た
。
六
朝
貴
族
を
君
主
権
力
と
の
関
係
で
、
陪
唐
貴
族
制
を
貴



族
の
表
象
か
ら
研
究
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
唐
代
の
貴
族
制
の
特
徴
で
あ
る
身
分
的
内
婚
制
と
士
庶
匝
別
を
六
朝
に
遡
っ
て
求
め
る
研
究
も
行
わ
れ
て
き
た
。
君
主
権
力
と

(

日

)

(

日

)

の
関
係
の
中
で
、
六
朝
貴
族
制
も
分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仁
井
田
陸
は
、
身
分
的
内
婚
制
の
顕
著
な
事
例
と
し
て
良
賎
不
婚
制
を
畢
げ
、

そ
れ
が
唐
律
令
に
規
定
さ
れ
て
か
ら
、
清
末
に
至
る
ま
で
法
律
と
し
て
存
績
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
六
朝
お
よ
び
唐
初
に
特
徴
的
な
身

分
的
内
婚
制
と
し
て
、
士
庶
不
婚
制
・
特
定
士
族
聞
の
み
の
通
婚
制
を
翠
げ
る
。
六
朝
の
貴
族
に
も
国
家
的
身
分
制
と
し
て
の
士
庶
匝
別
と
貴

(

日

刊

)

族
聞
の
身
分
的
内
婚
制
が
存
在
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
池
田
温
は
、
貞
観
・
額
慶
・
開
元
と
三
回
に
わ
た
っ
て
唐
で
編
纂
さ
れ
た
氏

族
譜
を
王
朝
権
力
に
よ
る
氏
族
秩
序
再
編
成
の
意
固
が
集
約
的
に
示
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
梁
の
武
帝
が
編
纂
し
た
十
八
州
譜
と

北
貌
の
孝
丈
帝
が
編
纂
し
た
列
姓
族
牒
の
統
合
と
し
て
、
唐
の
氏
族
譜
は
生
ま
れ
た
、
と
し
て
い
る
。
皇
帝
が
定
め
た
国
家
的
身
分
制
を
顕
在

化
す
る

『
貞
観
氏
族
譜
」
は
、
そ
の
源
流
を
南
北
朝
に
持
っ
と
す
る
の
で
あ
る
。

5 

こ
う
し
た
研
究
が
六
朝
貴
族
論
の
側
か
ら
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
理
由
は
、
貴
族
と
貴
族
制
が
混
同
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。

節
を
改
め
よ
う
。

貴
族
音

か
つ
て
掲
げ
た
定
義
に
よ
れ
ば
、
中
園
の
三
世
紀
か
ら
九
世
紀
、
こ
と
に
雨
菅
南
北
朝
を
中
心
に
支
配
階
層
を
形
成
し
た
貴
族
は
、
川
農
民

に
封
す
る
直
接
的
・
間
接
的
支
配
者
で
あ
る
と
い
う
階
級
支
配
者
と
し
て
の
側
面
、
凶
固
家
の
高
官
を
代
々
世
襲
す
る
と
い
う
政
治
的
支
配
者

と
し
て
の
側
面
、
同
「
庶
」
に
封
し
て
「
士
」
の
身
分
を
持
つ
と
い
う
身
分
的
優
位
者
と
し
て
の
側
面
、
凶
一
般
庶
民
が
開
輿
し
え
な
い
丈
化

(
口
)

を
捨
う
と
い
う
丈
化
的
優
越
者
と
し
て
の
側
面
の
ほ
か
、
間
皇
帝
権
力
に
封
し
て
自
律
牲
を
保
持
す
る
と
い
う
側
面
を
属
性
と
し
て
有
す
る
。

か
か
る
五
つ
の
属
性
は
等
慣
値
に
並
立
す
る
の
で
は
な
く
、
貴
族
を
特
徴
づ
け
る
間
皇
帝
権
力
か
ら
の
自
律
性
は
、
凶
丈
化
的
諸
債
値
の
専
有

マ
ル
ク
ス
主
義
で
は
、
有
利
な
立
場
が
不
利
な
立
場
を
だ
ま
す
意
識
操
作
の
手
段
、
す
な

戸υ 

を
基
盤
と
す
る
。
丈
化
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
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(

川

崎

)

(

四

)

わ
ち
虚
傷
意
識
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

P
川
ブ
ル
デ
ュ

l
は
、
丈
化
を
一
経
済
と
同
様
に
資
本
と
捉
え
、
差
異
化
・
階
層

(
却
)

化
・
秩
序
構
成
と
い
っ
た
枇
舎
構
成
の
分
析
を
行
い
、
丈
化
資
本
に
よ
る
卓
越
化
を
説
き
、

R
U
シ
ヤ
ル
チ
エ
は
、
ひ
と
つ
の
共
同
盟
が
世
界

と
の
、
他
者
と
の
闘
係
を
表
現
す
る
た
め
の
「
特
別
債
値
の
な
い
」
普
通
の
プ
ラ
チ
ッ
ク
(
日
常
的
責
際
行
動
)
と
し
て
の
丈
化
を
身
瞳
化
す
る

こ
と
の
必
要
性
に
着
目
し
た
。
儒
挙
・
史
撃
・
玄
撃
・
丈
皐
お
よ
び
儒
教
・
道
教
・
仰
教
の
「
四
皐
三
教
」
の
兼
修
が
隼
重
さ
れ
た
雨
耳
目
南
北

朝
の
貴
族
で
言
え
ば
、
儒
島
了
儒
教
が
身
瞳
化
さ
れ
る
べ
き
根
底
の
文
化
に
あ
た
り
、
そ
の
上
で
卓
越
性
を
含
む
多
く
の
丈
化
資
本
に
通
ず
る

こ
と
に
よ
り
、
貴
族
は
丈
化
を
自
ら
の
存
立
基
盤
と
し
得
た
の
で
あ
る
。

(
む
)

『
南
斉
童
日
』
巻
三
十
三
王
僧
鹿
停
に
掲
げ
る
「
誠
子
書
」
に
、

①
I
l

②

ー

ー

や

や

往
年
史
に
意
と
す
る
こ
と
有
り
、
三
園
志
を
取
り
床
頭
に
緊
置
す
る
こ
と
、
百
日
許
り
、
復
た
業
を
徒
り
玄
に
就
き
、
自
ら
嘗
る
に
小
史

に
差
る
も
、
猶
ほ
未
だ
訪
備
に
近
か
ら
ず
。
:
:
:
汝
老
子
の
巻
頭
五
尺
許
り
を
聞
き
、
未
だ
(
王
)
輔
嗣
の
何
の
遁
ふ
所
、
(
何
)
平
叔

の
何
の
説
く
所
、
馬
(
融
)
・
鄭
(
玄
)
何
の
具
に
す
る
所
、
(
老
子
)
指
(
蹄
)
・
(
易
略
)
例
の
何
の
明
ら
か
に
す
る
所
か
を
知
ら
ず
。

③
ー
l
i
l
i
-
-ー
④
l
i
l
i
-
-
-ー
∞

l
i
l
-
-

而
る
に
便
ち
塵
尾
に
盛
ん
に
し
、
自
ら
談
士
と
呼
ぶ
は
、
此
れ
最
も
険
事
な
り
。
:
:
:
且
つ
論
注
の
百
氏
・
刑
州
の
八
表
、
又
才
性
四

|
l
F
f
l
i
l
i
-
-

本
・
聾
無
哀
楽
は
、
比
白
二
百
家
の
口
賓
、
客
の
至
ら
ぱ
之
を
ば
設
く
る
こ
と
有
る
が
如
き
も
の
な
り
。
汝
比
白
未
だ
挽
耳
瞥
日
を
一
経
ず
。

量
に
庖
厨
惰
ら
ざ
る
に
、
而
る
に
大
賓
を
延
か
ん
と
欲
す
る
も
の
有
ら
ん
や
。
:
:
:
(
五
口
が
)
舎
中
、
亦
た
少
く
し
て
令
警
を
負
ひ
弱

@
l
i
l
i
-
-
-
-

冠
に
し
て
清
級
を
越
超
す
る
者
有
り
。
時
に
王
家
の
門
中
、
優
れ
る
者
は
則
ち
龍
鳳
、
劣
者
も
猶
ほ
虎
豹
な
る
が
ご
と
し
。
蔭
を
失
ふ
の

後
、
畳
に
龍
虎
の
議
あ
ら
ん
や
。
況
ん
や
吾
れ
汝
の
蔭
矯
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
や
。
政
は
麿
に
各
々
自
ら
努
力
す
る
の
み
。
或
い
は
身
は

@
I
l
l
-
-
I
l
l
i
-
-
-
I
l
l
i
-
-
I
l
l
-
-
I
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
I
l
-
-
I
l
l
i
-
-
-
-
I
l
l
i
-
-
-
-
I
l
l
i
-
-
-
I
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-

一
一
一
公
を
経
る
も
、
蔑
爾
さ
れ
聞
こ
ゆ
る
こ
と
無
く
、
布
衣
寒
素
な
る
も
、
卿
相
だ
に
躍
を
屈
す
る
も
の
有
り
。
或
い
は
父
子
の
貴
賎
殊

な
り
、
兄
弟
の
聾
名
異
な
る
。
何
ぞ
や
。
躍
し
て
霊
く
数
百
巻
の
書
を
謹
む
の
み
。

と
あ
る
。
王
信
度
は
、
①
「
三
圃
志
』
な
ど
の
史
撃
を
好
み
、
②
玄
撃
を
深
く
皐
び
、
③
諸
子
百
家
に
通
暁
し
、
④
「
刑
州
の
八
表
」
と
呼
ば

れ
る
刑
州
問
晶
子
の
成
果
を
ま
と
め
た
五
経
を
修
め
、
⑤
「
才
性
四
本
」
論
・
⑥
「
聾
無
哀
楽
」
論
と
い
っ
た
哲
向
学
的
な
議
論
に
も
精
通
し
て
い
た
。
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こ
の
ほ
か
、
悌
教
に
も
信
仰
と
造
詣
を
具
え
、
『
論
童
百
」
を
著
し
た
書
論
家
と
し
て
も
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
(
『
南
史
」
巻
二
十
二
王
信
長
惇
)

0

地
理
皐
で
は

『
呉
郡
地
理
志
」
と

『
准
南
記
』
を
著
し
(
「
太
平
御
覧
』
巻
四
十
三
地
部
八
)
、
「
音
律
を
解
」
し
て
雅
楽
の
整
備
に
熱
意
を
も
や

し
、
琴
の
演
奏
が
得
意
で
あ
っ
た
(
『
南
斉
童
旦
巻
二
十
三
王
倹
惇
)
と
い
う
。
儒
殺
の
刑
州
撃
を
身
瞳
化
し
、
「
四
皐
三
数
」
の
う
ち
這
数
を
除

い
た
す
べ
て
の
丈
化
憤
値
に
お
い
て
卓
越
性
を
持
つ
王
僧
度
は
、
誠
子
書
の
中
で
、
貴
族
の
存
立
基
盤
は
、
「
浪
邪
の
王
氏
」
と
い
う
郡
望
が

持
つ
@
蔭
で
は
な
い
。
官
僚
と
し
て
の
地
位
で
あ
る
@
三
公
で
も
な
い
。
撃
聞
を
し
て
文
化
を
身
に
つ
け
る
こ
と
こ
そ
貴
族
と
し
て
の
存
立
基

盤
で
あ
る
、
と
観
念
し
て
い
る
。
表
象
は
人
的
集
合
躍
の
生
成
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
、
共
有
さ
れ
た
観
念
が
現
賓
の
枇
舎
を
嬰
え
る
。

ま
た
、
文
化
資
本
を
存
立
基
盤
と
す
る
こ
と
が
観
念
で
あ
る
以
上
、
官
職
・
武
力
や
財
産
と
い
っ
た
政
治
的
・
経
済
的
力
量
に
基
づ
き
、
皇
帝

が
貴
族
を
屈
伏
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
皇
帝
が
貴
族
の
秩
序
に
介
入
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
凶
丈
化
的
諸
債
値
の
専
有
を
存
立
基
盤
と
す
る
貴

族
は
、
こ
う
し
て
川
皇
帝
権
力
か
ら
の
自
律
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
例
だ
け
掲
げ
よ
う
。
「
顔
氏
家
訓
』
巻
二
勉
肇
篇
に
、

梁
朝
全
盛
の
時
、
貴
遊
の
子
弟
は
、
多
く
事
術
無
し
。
諺
に
云
ふ
に
至
る
、
「
車
に
上
り
落
ち
ざ
れ
ば
則
ち
著
作
(
郎
)
、
韓
中
何
如
と

せ
ば
則
ち
融
書
(
郎
)
」
と
。
:
:
:
明
経
の
求
第
に
は
、
則
ち
人
を
顧
み
て
策
に
答
へ
、
一
一
一
(
公
)
九
(
卿
)
の
公
訴
に
は
、
則
ち
手
を

そ

仮
り
て
詩
を
賦
す
。
爾
の
時
に
首
り
で
は
、
亦
た
快
士
な
り
。
離
乱
の
後
に
及
び
で
は
、
:
:
:
誠
に
鷲
材
な
り
。
:
:
:
百
世
の
小
人
と
難

7 

も
、
論
語
・
孝
経
を
誼
む
を
知
る
者
は
、
向
ほ
人
の
師
と
矯
り
、
千
載
の
冠
見
と
難
も
、
書
記
を
暁
ら
ざ
る
者
は
、
耕
田
・
養
馬
せ
ざ
る

は
莫
し
。
此
を
以
て
之
を
観
る
に
、
安
ぞ
自
ら
勉
め
ざ
る
可
け
ん
や
。
若
し
能
く
常
に
数
百
巻
の
書
を
保
た
ば
、
千
載
終
に
小
人
と
矯

ら
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
。
傍
線
部
に
つ
い
て
、
古
川
忠
夫
は
、
「
士
庶
の
際
に
至
っ
て
は
貰
に
白
か
ら
天
隔
す
」
と
い
う
「
宋
書
』
巻
四
十
二
王
弘
俸
の
字
句

7 

を
引
用
し
た
上
で
、
士
と
庶
を
分
け
る
の
は
、
天
|
自
然
で
は
な
く
し
て
皐
問
な
の
で
あ
る
、
と
解
稗
し
、
こ
こ
に
顔
之
推
の
「
家
柄
の
高

下
が
い
っ
さ
い
を
決
定
し
た
貴
族
枇
舎
に
た
い
す
る
批
判
」
を
見
る
。
た
し
か
に
、
顔
之
推
の
観
念
に
お
い
て
、
「
士
庶
匝
別
」
は
凶
貴
族
の
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存
立
基
盤
で
あ
る
丈
化
の
有
無
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
注
(
日
)
所
掲
仁
井
田
論
文
が
六
朝
陪
唐
に
特
徴
的
な
身
分
的
内
婚
制
と
す
る
「
士
庶
匝
別
」
は
、
皇
帝
権
力
に
よ
り
編
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
貴
族
の
特
徴
で
あ
る
川
皇
帝
権
力
に
封
す
る
自
律
性
を
弱
瞳
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
貴
族
を
皇
帝
が
再
編
成
し

(
包
)

て
、
作
ら
れ
た
特
権
を
持
つ
法
的
存
在
と
す
る
こ
と
が
、
最
も
放
果
的
で
あ
る
た
め
に
な
さ
れ
た
。
貴
族
に
針
峠
的
な
皇
帝
権
力
が
、
国
家
的

身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
を
編
成
す
る
。
か
つ
て
論
誼
し
た
定
義
を
掲
げ
れ
ば
、
貴
族
は
文
化
的
諸
債
値
の
専
有
を
基
盤
と
観
念
す
る
一
吐
合
目
的

身
分
で
あ
り
、
世
襲
的
に
高
官
を
濁
占
す
る
と
い
う
属
性
に
代
表
さ
れ
る
貴
族
制
は
、
西
音
に
お
け
る
五
等
爵
の
賜
輿
が
、
州
大
中
正
の
制
と

(
お
)

あ
い
ま
っ
て
園
家
的
身
分
制
と
し
て
創
り
出
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
貴
族
と
貴
族
制
を
静
別
す
べ
き
理
由
で
あ
る
。

君
主
権
力
に
よ
る
園
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
の
形
成
は
、
三
園
末
の
成
田
…
元
(
二
六
四
)
年
、
局
漢
を
滅
ぼ
し
て
菅
王
と
な
っ
た
司

馬
昭
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
「
亙
日
童
日
』
巻
二
丈
帝
紀
に
、

(
成
田
…
元
年
)
秋
七
月
、
(
丈
)
帝
奏
す
ら
く
、
「
司
空
の
萄
顎
も
て
躍
儀
を
定
め
、
中
護
軍
の
買
充
も
て
法
律
を
正
し
、
向
童
日
僕
射
の

8 

斐
秀
も
て
官
制
を
議
し
、
太
保
の
鄭
沖
も
て
総
べ
て
罵
を
裁
せ
し
む
」
と
。
始
め
て
五
等
爵
を
建
つ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
司
馬
昭
は
、
西
音
「
儒
教
園
家
」
の
稽
儀
・
法
律
・
官
制
を
整
え
さ
せ
る
と
共
に
、
五
等
霞
制
を
施
行
し
た
。
そ
の
封
象
は
、

「
(
斐
)
秀
五
等
の
爵
を
議
す
る
に
、
騎
督
よ
り
巳
上
六
百
絵
人
皆
封
ぜ
ら
る
」
(
『
亘
白
書
』
巻
三
十
五
装
秀
停
)
と
あ
る
よ
う
に
六
百
人
を

超
え
た
。
賓
に
西
音
の
全
官
僚
の
約
一
割
に
及
ぶ
。
賜
爵
は
、
天
子
が
行
、
つ
園
家
的
身
分
程
系
の
秩
序
形
成
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
同
貴
族
の
白

律
性
や
輿
論
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
こ
で
、
司
馬
昭
は
、
公
侯
伯
子
男
と
い
う
階
層
制
を
持
つ
五
等
霞
の
賜
曲
討
を
通
じ
て
、

爵
制
的
な
秩
序
に
よ
り
貴
族
と
君
主
権
力
と
の
緊
密
性
を
表
現
し
、
貴
族
を
園
家
的
身
分
制
と
し
て
序
列
化
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
『
通

典
』
巻
三
十
七
職
官
十
五
に
、

耳
目
の
官
品
。
第
一
品
は
、
公
、
諸
位
の
公
に
従
ふ
も
の
、
開
園
の
郡
公
・
牒
公
の
爵
な
り
。
第
二
品
は
、
特
進
、
標
騎
・
車
騎
・
衛
将
軍
、

諸
の
大
将
軍
、
諸
の
持
節
都
督
、
開
園
の
侯
・
伯
・
子
・
男
の
爵
な
り
。



と
あ
る
よ
う
に
、
開
園
の
五
等
爵
は
、
郡
公
・
牒
公
は
第
一
品
、
侯
・
伯
・
子
・
男
は
第
二
品
の
官
品
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
越
智
重
明

(
お
)

に
よ
れ
ば
、
西
音
の
上
級
士
人
(
名
家
で
有
信
者
あ
る
い
は
世
子
)
は
、
郷
品
一
品
で
五
品
起
家
(
世
子
の
場
合
は
六
品
も
あ
る
)
す
る
こ
と
が
多
く
、

名
家
で
な
い
上
級
士
人
(
侯
伯
子
男
の
爵
の
惇
襲
者
)
は
郷
品
(
一
品
な
い
し
)
二
品
で
第
七
品
起
家
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て

西
音
の
五
等
爵
制
は
、
爵
制
的
秩
序
に
よ
る
園
家
的
身
分
制
を
形
成
し
、
州
大
中
正
の
制
と
あ
い
ま
っ
て
、
世
襲
性
を
帯
び
た
官
僚
制
度
の
運

用
を
生
み
出
し
た
。
官
位
は
そ
の
ま
ま
で
は
世
襲
で
き
な
い
が
、
爵
位
は
世
襲
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
世
襲
性
を
帯
び
た
官
僚
制
度
の
運
用

(
訂
)

と
い
う
中
圃
貴
族
制
の
属
性
は
、
西
耳
目
の
皇
帝
権
力
の
手
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
耳
目
の
貴
族
は
、
そ
の
代
償

と
し
て
、
同
皇
帝
権
力
に
封
す
る
白
律
性
を
弱
睦
化
さ
れ
た
。
宮
崎
市
定
の
説
く
よ
う
に
、
「
君
主
権
が
最
存
」
し
た
た
め
に
、
君
主
権
力
に

封
す
る
自
律
性
は
、
西
欧
中
世
の
封
建
領
主
が
持
つ
領
主
裁
判
権
に
ま
で
は
護
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
お
)

こ
う
し
た
皇
帝
に
よ
る
貴
族
制
の
編
成
は
、
「
士
庶
匝
別
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
村
圭
爾
は
、
六
朝
期
に
見
ら
れ
る
「
士
庶
匝

っ
た
政
治
的
差
別
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、
社
合
目
的
な
差
別
に
お
い
て
、
現
任
官
が
士
庶
判
定
に
何
の
意
味
も
持
た
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
士

9 

別
」
を
網
羅
的
に
掲
げ
た
後
、
そ
れ
を
同
坐
の
拒
否
や
士
庶
不
婚
の
よ
う
な
枇
曾
的
差
別
と
、
力
役
克
除
の
有
無
や
税
制
上
の
差
別
待
遇
と
い

庶
と
皇
帝
権
力
は
本
来
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
理
解
す
る
。
首
肯
し
得
る
見
解
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
国
家
の
法
と
の
関
係
が
問

わ
れ
る
後
者
の
政
治
的
差
別
で
あ
る
。

中
村
圭
爾
も
重
嗣
す
る
、
沈
約
が
奏
弾
し
た
士
た
る
東
海
の
王
氏
と
庶
た
る
呉
郡
富
陽
牒
の
満
氏
と
が
結
ん
だ
婚
姻
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

『
十
人
選
』
巻
四
十
弾
事
奏
弾
王
源
に
、

風
聞
す
る
に
、
東
海
の
王
源
、
女
を
嫁
し
て
富
陽
の
浦
氏
に
輿
ふ
と
。
源
は
人
品
庸
阻
な
り
と
難
も
、
賓
に
由
円
ぎ
華
に
参
ず
。
曾
租
の

つ
か

雅
は
、
位
八
命
に
登
り
、
組
少
の
卿
は
、
内
惟
躍
に
侍
り
、
父
の
溶
は
、
升
り
て
儲
閣
に
采
へ
、
亦
た
清
額
に
居
る
。
源
は
頻
り
に
諸

み

だ

り

市

γ
I
l
-
-
I
l
l
i
-
-
-
-
-
I
l
l
i
-
-

府
の
戎
禁
を
切
に
し
、
通
徹
に
預
班
す
る
に
、
而
る
に
姻
結
の
好
に
託
し
、
唯
だ
利
の
み
是
れ
求
む
。
流
輩
を
抽
辱
す
る
こ
と
、
斯
ょ

を
き

り
甚
し
と
話
す
は
莫
し
。
源
は
人
身
遠
き
に
在
れ
ば
、
親
ち
媒
人
の
劉
嗣
之
を
揖
め
、
古
室
に
到
し
て
燐
問
す
。
嗣
之
列
稽
す
ら
く
、

9 



10 

「
呉
郡
の
満
車
之
、
相
承
け
て
云
く
、
日
疋
れ
高
平
の
奮
族
、
寵
奮
が
胤
胃
た
り
と
。
家
計
温
足
な
れ
ば
、
託
せ
ら
れ
て
息
の
鷺
が
矯
に

③
I
l
l
i
-
-
-
I
l
l
i
-
-

婚
を
覚
む
。
王
源
告
の
窮
蓋
せ
る
を
見
て
、
即
ち
埠
之
の
簿
閥
を
索
め
、
産
之
の
王
圃
の
侍
郎
に
任
じ
、
驚
又
王
慈
の
呉
郡
正
閤
主

簿
と
矯
る
を
見
る
。
源
の
父
子
、
因
り
て
共
に
詳
議
し
、
判
し
て
輿
に
婚
を
矯
す
。
意
之
銭
五
寓
を
下
し
て
、
以
て
聴
穫
と
矯
す
。
源

⑦
f
l
i
l
i
-
-

先
に
婦
を
喪
は
ば
、
又
鳴
す
る
所
の
徐
直
を
以
て
妾
を
納
る
」
と
。
其
の
列
す
る
所
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
風
間
と
符
同
す
。
窮
か
に
嘩

之
の
姓
族
を
尋
ぬ
る
に
、
士
庶
排
ず
る
莫
し
。
涌
奮
身
は
西
朝
に
損
ち
、
胤
嗣
珍
浸
し
、
武
秋
の
後
、
東
音
に
聞
ゆ
る
恕
し
。
其
の

お

ど

ろ

品

T
I
l
-
-
I
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
-

虚
託
矯
る
こ
と
、
言
は
ず
し
て
白
づ
か
ら
額
は
る
。
王
・
漏
の
姻
を
連
ぬ
る
や
、
主
に
物
聴
を
骸
か
す
。
:
:
:
宜
し
く
虞
す
に
明
科
を

以
て
し
、
之
を
流
伍
よ
り
割
け
、
己
に
汚
る
る
の
族
を
し
て
、
永
く
昔
辰
に
悔
ぢ
、
方
構
の
黛
を
し
て
、
心
を
来
日
に
革
め
し
む
べ
し
。

臣
ら
参
議
し
、
請
ふ
ら
く
は
見
事
を
以
て
、
源
が
居
る
所
の
官
を
克
じ
、
林
一
万
鋼
す
る
こ
と
終
身
。
統
ち
下
し
て
事
を
覗
る
を
禁
止
す
る
こ

と
故
の
如
く
せ
ん
と
。

10 

と
あ
る
。
南
斉
の
永
明
八
(
四
九
O
)
年
ご
ろ
、
御
史
中
丞
の
沈
約
が
書
い
た
奏
弾
文
に
よ
れ
ば
、
東
海
の
王
源
が
娘
を
嫁
が
せ
結
納
金
に
五

高
銭
を
納
め
さ
せ
た
呉
郡
の
漏
埠
之
は
士
で
は
な
く
、
そ
の
婚
姻
が
①
「
流
輩
を
砧
辱
」
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
風
聞
に
基
づ
き
、
媒

酌
人
の
劉
嗣
之
を
御
史
蓋
で
尋
問
し
た
。
こ
こ
で
の
①
「
流
輩
」
は
、
後
出
の
④
「
流
伍
」
と
同
義
で
士
人
を
指
す
。
劉
嗣
之
は
、
王
源
が
②

漏
埠
之
の
「
簿
閥
」
を
調
べ
、
産
之
が
王
国
の
侍
郎
、
娘
を
嫁
が
せ
た
驚
も
呉
郡
正
閤
主
簿
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
婚
姻
を
行

(
鈎
)

っ
た
と
静
明
し
た
。
「
簿
閥
」
と
は
、
中
村
圭
爾
に
よ
れ
ば
、
本
人
の
官
歴
の
ほ
か
に
父
租
の
官
名
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
沈
約
は
、

③
満
車
之
の
「
姓
族
」
を
調
査
し
、
理
之
が
そ
の
組
と
稀
す
る
漏
奮
の
家
系
が
西
晋
で
絶
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
満
車
之
の
「
士
庶
を
排
」
ず

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
か
か
る
家
系
と
婚
姻
を
結
ん
だ
王
源
を
④
「
明
科
」
に
基
づ
き
「
流
伍
」
よ
り
除
名
す
べ
き
こ
と
を
上
奏
し
た

の
で
あ
る
。

沈
約
の
奏
弾
は
、
士
庶
匡
別
が
皇
帝
に
よ
り
判
断
さ
れ
、
違
反
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
士
の
身
分
が
奪
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
詮
明

す
る
。
こ
の
事
例
よ
り
士
庶
不
婚
と
い
う
身
分
的
内
婚
制
を
主
張
す
る
注
(
日
)
所
掲
仁
井
田
論
丈
は
、
宋
の
王
雁
麟
『
玉
海
』
巻
五
十
雲



文
語
牒
に
、

又
諸
氏
族
譜
一
巻
を
載
せ
て
云
ふ
に
、
梁
の
天
監
七
年
、
中
丞
た
る
王
館
講
の
撰
す
る
所
な
り
と
。
士
流
を
し
て
此
の
譜
を
案
ぜ
し
め
、

乃
ち
昏
姻
を
通
ず
。
貞
観
六
年
、
又
高
士
廉
ら
に
命
じ
、
氏
族
を
定
め
明
ら
か
に
禁
約
を
加
ふ
。

と
あ
る
こ
と
を
、
沈
約
の
弾
劾
丈
と
表
裏
の
闘
係
に
あ
る
と
理
解
す
る
。

と
な
れ
ば
、
皇
帝
に
よ
る
貴
族
制
の
編
成
の
一
貫
と
し
て
、
士
庶
匝
別
が
国
家
的
身
分
制
と
し
て
定
め
ら
れ
る
際
に
必
要
な
も
の
は
、
氏
族

(
初
)

譜
で
あ
っ
た
。
近
世
譜
に
封
し
て
古
譜
と
線
稽
さ
れ
る
唐
以
前
の
氏
族
譜
は
、
多
賀
秋
五
郎
に
よ
れ
ば
、
名
が
残
る
も
の
だ
け
で
二
七
七
部
に

及
ぶ
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
諸
氏
族
の
等
級
を
つ
け
た
最
も
古
い
も
の
は
、
西
亙
日
の
撃
虞
が
編
纂
し
た

『
族
姓
昭
穆
記
』

で
あ
る

o
E日
書
』
巻

五
十

執
事
虞
停
に
、

(
撃
)
虞
漢
末
の
喪
乱
に
、
譜
停
多
く
亡
失
し
、
其
の
子
孫
と
雌
も
、
其
の
先
祖
を
言
ふ
能
は
ざ
る
を
以
て
、
族
姓
昭
穆
十
巻
を
撰
す
。

市
γ
I
l
-
-
I
l
l
i
-
-

上
疏
し
て
之
を
進
む
る
に
、
以
矯
へ
ら
く
、
以
て
物
を
備
へ
用
を
致
し
、
多
聞
の
盆
を
慶
む
る
に
足
ら
ん
と
。
品
を
定
む
る
こ
と
法
に
達

ψー
ー

ー

l
i
l
i
-
-
-
I
l
l
i
-
-

③
|
|
l
i
l
i
-
-州

引

|

ふ
を
以
て
、
司
徒
の
劾
す
る
所
と
矯
る
も
、
詔
し
て
之
を
原
す
。

11 

と
あ
る
。
注
(
お
)
所
掲
中
村
論
文
は
、
①
「
品
を
定
」
め
る
、
と
あ
る
諸
氏
族
の
等
級
が
、
郷
品
決
定
の
最
高
機
関
で
あ
る
②
司
徒
に
弾
劾

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
族
姓
昭
穆
記
』
に
よ
る
等
級
づ
け
は
郷
品
と
深
く
閲
わ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以

上
に
こ
こ
で
は
、
③
詔
に
よ
り
、
西
耳
目
の
武
帝
が
司
徒
の
弾
劾
か
ら
撃
虞
を
守
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
司
徒
が
総
括
す
る
郷
品
と
し

て
表
現
さ
れ
た
貴
族
の
自
律
的
秩
序
に
封
抗
し
て
、
皇
帝
が
撃
虞
の

し
得
る
た
め
で
あ
る
。
五
等
爵
制
に
よ
り
序
列
を
持
つ
固
家
的
身
分
制
と
し
て
貴
族
制
を
成
立
さ
せ
た
西
菅
の
武
帝
は
、
こ
う
し
て
貴
族
の
等

『
族
姓
昭
穆
記
」
を
通
じ
て
貴
族
の
等
級
を
定
め
よ
う
と
し
た
、
と
理
解

級
を
も
君
主
権
力
の
も
と
に
枚
数
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

呉
郡
富
陽
解
の
満
氏
が
士
と
稽
す
る
虚
備
を
暴
き
、
士
庶
匝
別
を
国
家
的
身
分
制
と
し
て
編
成
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
沈
約
は
、
向
書
令
と

11 

し
て
梁
の
武
帝
に
上
一
一
百
し
て
、
「
通
典
』
巻
三
食
貨
一
一
一
に
、



12 

胃
胤
を
識
ら
ざ
る
は
、
衣
冠
と
謂
ふ
に
非
ず
、
凡
そ
諸
の
此
の
流
は
、
怨
干
に
其
の
租
を
知
る
。
高
曾
を
仮
稀
す
る
も
、
巧
備
に
非
ざ
る
は

莫
し
。
諸
を
丈
籍
に
質
さ
ば
、
姦
事
立
ち
ど
こ
ろ
に
露
は
る
。
覆
せ
る
を
懲
し
詐
れ
る
を
矯
め
、
盆
を
属
す
こ
と
貰
に
弘
か
ら
ん
。

:
・
若
し
譜
注
・
通
籍
に
卑
雑
な
る
も
の
有
ら
ば
、
則
ち
其
の
巧
謬
を
候
し
、
在
所
に
下
し
て
罰
を
科
せ
ん
こ
と
を
。
(
武
)
帝
是
を
以

て
譜
・
籍
に
留
意
し
、
御
史
中
丞
の
王
借
需
に
詔
し
て
、
百
家
譜
を
改
定
せ
し
む
。

(
訂
)

と
述
べ
て
い
る
。
士
庶
匝
別
が
詐
稽
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
貴
族
の
世
系
も
僑
遣
さ
れ
て
い
る
の
で
、
氏
族
譜
の
僑
り
を
暴
く
べ
し
と
す
る

の
で
あ
る
。
梁
の
武
帝
は
、
沈
約
の
上
言
を
受
け
、
『
十
八
州
譜
』
を
編
纂
さ
せ
た
。
『
南
史
」
巻
五
十
九
王
借
帯
停
に
、

(
武
帝
)
因
り
て
倫
理
川
に
詔
し
て
百
家
譜
を
改
定
せ
し
む
。
始
め
耳
目
の
太
元
中
、
員
外
散
騎
侍
郎
の
E
l
陽
の
買
弼
、
篤
く
簿
肢
を
好
み
、

乃
ち
虞
く
衆
家
を
集
め
、
大
い
に
草
族
を
捜
め
、
撰
す
る
所
十
八
州
一
百
一
十
六
郡
、
合
は
せ
て
七
百
一
十
二
巻
な
り
。
凡
そ
諸
の
大
品

は
、
略
ぼ
遺
閥
無
く
、
戴
し
て
融
閣
に
在
り
、
副
は
左
戸
に
在
り
。
弼
の
子
た
る
太
宰
参
軍
の
匪
之
・
匪
之
の
子
た
る
長
水
校
尉
の
深
に

12 

及
び
て
、
世
々
其
の
業
を
惇
ふ
。
太
保
の
王
弘
・
領
軍
将
軍
の
劉
湛
は
、
並
び
に
其
の
書
を
好
む
。
弘
は
日
ご
と
に
千
客
に
釘
す
る
も
、

中
l
i
l
i
-
-
|

う
れ

一
人
の
詳
も
犯
さ
ず
。
湛
は
選
曹
と
矯
り
、
始
め
て
百
家
を
撰
し
て
以
て
詮
序
を
助
く
る
も
、
而
る
に
寡
略
な
る
に
傷
ふ
。
斉
の
衛
将
軍

た
る
王
倹
は
、
復
た
去
取
を
加
へ
、
繁
省
の
哀
を
得
た
り
。
信
掃
の
撰
は
、
活
陽
の
張
ら
九
族
を
通
じ
て
、
以
て
腐
門
の
解
ら
九
姓
に
代

ふ
。
其
の
東
南
の
諸
族
は
別
に
一
部
を
矯
り
、
百
家
の
数
に
在
ら
ず
。
:
:
:
十
八
州
譜
七
百
一
十
巻
を
集
め
、
百
家
譜
集
抄
は
十
五
巻
、

東
南
譜
集
抄
は
十
巻
な
り
。

と
あ
る
。
梁
の
武
帝
が
王
僧
需
に
編
纂
さ
せ
た

組
の
詳
を
犯
さ
な
い
た
め
に
も
、
②
門
地
の
調
査
の
た
め
に
も
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
皇
帝
の

(
辺
)

命
令
に
よ
り
貴
族
の
氏
族
譜
が
集
成
さ
れ
た
こ
と
に
現
れ
る
、
皇
帝
権
力
に
よ
る
貴
族
制
再
編
へ
の
意
欲
で
あ
る
。
『
十
八
州
譜
』
は
、
西
晋

(

明

日

)

『
族
姓
昭
穆
記
」
の
よ
う
に
、
貴
族
の
等
級
が
記
載
さ
れ
た
か
否
か
は
、
明
記
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
沈
約
の
上
言
を
契
機
と
す
る
と

『
十
八
州
譜
』
は
、
そ
の
由
来
の
説
明
よ
り
分
か
る
よ
う
に
、
人
事
の
選
考
に
際
し
て
、
①
父

の
撃
虞
の

い
う
黙
で
、
貴
族
暦
の
意
思
の
反
映
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
皇
帝
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
た
、
と
い
う
行
矯
そ
の
も
の
が
、
園



家
的
身
分
制
と
し
て
貴
族
制
を
編
成
し
よ
う
と
す
る
皇
帝
の
支
配
意
思
を
示
す
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

(
叫
)

北
親
に
お
け
る
「
姓
族
分
定
」
で
は
、
貴
族
の
等
級
は
さ
ら
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
『
貌
主
目
』
巻
一
百
一
十
三
官
氏
志
に
、

太
和
十
九
年
、
詔
し
て
日
く
、
「
代
人
の
諸
胃
は
、
先
に
姓
族
無
し
。
功
賢
の
胤
と
難
も
、
混
然
と
し
て
未
だ
分
か
た
ず
。
故
に
官
達
せ

る
者
の
位
は
公
卿
を
極
む
る
も
、
其
の
功
の
衰
へ
た
る
も
の
の
親
は
、
の
ほ
張
任
に
居
る
。
北
り
に
姓
族
を
制
定
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
事

mγ
ー
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I
l
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-
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-

多
く
未
だ
就
ら
ず
。
且
に
宜
し
く
甑
擢
し
、
時
に
随
ひ
漸
く
詮
ば
ん
と
す
。
其
の
穆
・
陸
・
賀
・
劉
・
棲
・
子
・
替
・
尉
の
八
姓
は
、
皆

太
組
よ
り
己
降
、
動
は
首
世
に
著
は
れ
、
位
は
王
公
に
蓋
く
。
:
:
:
原
と
朔
土
よ
り
出

の
部
落
大
人
馬
り
て
、
皇
始
よ
り
己
来
、

ー

ー

l
i
l
i
-
-
-
-
I
l
l
i
-
-
-
ー

③

三
世
官
を
有
す
る
こ
と
給
事
よ
り
己
上
に
在
り
、
及
び
州
刺
史
・
鎮
大
将
、
及
び
品
の
王
・
公
に
登
り
た
る
者
を
ば
姓
と
矯
す
。
若
し
本

大
人
に
非
ざ
る
も
、
而
る
に
皇
始
よ
り
巳
来
、
職
官
三
世
向
書
よ
り
巳
上
、
及
び
品
の
王
・
公
に
登
り
て
中
間
に
官
緒
を
降
り
ざ
れ
ば
、

亦
た
姓
と
潟
す
。
諸

の
後
に
し
て
、
皇
始
よ
り
己
来
、
官
は
前
列
に
及
、
ば
ざ
る
も
、
而
る
に
三
世
中
散
監
よ
り
己
上
と
潟

ー

ー
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り
、
外
は
太
{
寸
・
子
都
と
矯
り
、
品
の
子
・
男
に
登
り
た
る
者
有
ら
ぱ
族
と
矯
す
。
若
し
本
大
人
に
非
ざ
る
も
、
而
る
に
皇
始
よ
り
巳

13 

来
、
三
世
令
よ
り
己
上
、
外
は
副
将
・
子
都
・
太
守
と
矯
り
、
品
の
侯
よ
り
己
上
に
登
り
た
る
者
有
ら
ば
、
亦
た
族
と
矯
す
。
:
:
:
」

と

と
あ
る
よ
う
に
、
北
貌
の
孝
丈
帝
は
、
太
和
十
九
(
四
九
五
)
年
、
北
族
に
封
す
る
「
姓
族
分
定
」
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
①
穆
・
陸
・

賀
・
劉
・
棲
・
子
・
替
・
尉
が
、
皇
帝
と
婚
姻
関
係
を
結
び
得
る
「
八
姓
」
と
し
て
筆
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
ほ
か
、
②
奮
部
族
長
で
、
給

事
・
州
刺
史
・
鎮
大
将
以
上
の
官
か
王
・
公
の
爵
を
持
つ
者
が
「
姓
」
、
③
奮
部
族
長
で
な
く
、
尚
書
以
上
の
官
か
王
・
公
の
爵
を
持
つ
者
が

「
姓
」
、
④
奮
部
族
長
の
子
孫
で
、
中
散
監
・
太
守
・
子
都
以
上
の
官
か
子
・
男
の
爵
を
持
つ
者
が
「
族
」
、
⑤
奮
部
族
長
で
な
く
、
令
・
副

(
お
)

そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
。
鮮
卑
族
の
貴
族
は
、
こ
う
し
て
「
姓
族
分

将
・
子
都
・
太
守
以
上
の
官
か
侯
以
上
の
爵
を
持
つ
者
が
「
族
」
と
、

定
」
に
よ
り
、
園
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
に
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

13 

孝
丈
帝
は
ま
た
、
漢
族
に
封
し
で
も
、
『
新
唐
書
」
巻
一
百
九
十
九
儒
随
一
子
柳
沖
停
に
、
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郡
姓
な
る
者
は
、
中
園
士
人
の
差
第
閥
聞
を
以
て
、
之
が
制
と
矯
す
。
凡
そ
三
世
に
三
公
た
る
者
有
る
を
ば
膏
梁
と
日
ひ
、
令
・
僕
た
る

②

|

|

|

⑨

1

|

|

l

④

|

|

|

 

者
有
る
を
ば
華
映
と
日
ひ
、
尚
書
・
領
・
護
よ
り
而
上
な
る
者
を
ば
甲
姓
と
矯
し
、
九
卿
若
し
く
は
方
伯
な
る
者
を
ば
乙
姓
と
矯
し
、

散
騎
常
侍
・
大
中
大
夫
た
る
者
を
ば
同
姓
と
矯
し
、
吏
部
正
員
郎
を
ば
丁
姓
と
矯
す
。
凡
そ
入
る
を
得
る
者
は
、
之
を
四
姓
と
謂
ふ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
姓
族
分
定
」
を
行
い
、
漢
人
の
貴
族
を
①
膏
梁
・
②
華
腕
・
③
甲
姓
・
④
乙
姓
・
⑤
丙
姓
・
⑥
丁
姓
の
六
つ
の
身
分
に
編

成
し
た
。
本
来
、
貴
族
と
し
て
の
意
識
を
持
つ
漢
人
貴
族
は
、
こ
う
し
て
北
貌
の
皇
帝
権
力
の
も
と
で
、
国
家
的
身
分
制
で
あ
る
貴
族
制
に
編

成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
皇
帝
権
力
に
よ
り
園
家
的
身
分
制
と
し
て
編
成
さ
れ
た
貴
族
制
を
表
現
す
る
氏
族
譜
の
完
成
型
が
、
唐
で
編
纂
さ
れ
る
『
貞
観
氏

族
譜
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
、
貴
族
は
、
丈
化
資
本
に
よ
る
序
列
化
と
貴
族
に
よ
る
固
政
の
濁
占
を
、
あ
る
べ
き
「
貴
族
制
」
と
考
え
る

存
在
で
あ
っ
た
。
一
方
、
皇
帝
権
力
は
、
血
縁
に
象
徴
さ
れ
る
皇
帝
権
力
と
の
近
接
性
に
よ
り
、
園
家
的
身
分
制
と
し
て
貴
族
制
を
編
成
し
た

い
。
あ
る
べ
き
貴
族
制
が
雨
者
で
異
な
る
た
め
、
貴
族
の
属
性
の
間
皇
帝
権
力
へ
の
自
律
性
が
、
最
も
封
峠
性
を
帯
ぴ
、
貴
族
の
特
徴
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
皇
帝
・
貴
族
の
双
方
の
封
峠
性
を
額
在
化
さ
せ
る
、
こ
う
し
た
政
策
の
正
統
性
を
一
不
す
理
念
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
、
そ
れ

14 

が
「
封
建
」
で
あ
る
。

「
封
建
」

の

時

代

(
お
)

西
晋
に
お
い
て
州
大
中
正
の
制
と
相
侠
っ
て
貴
族
制
を
編
成
し
た
五
等
呂
町
制
は
、
「
封
建
」
の
復
権
の
機
運
の
中
で
、
定
め
ら
れ
た
制
度
で

あ
っ
た
。
『
三
園
志
』
巻
十
五
司
馬
朗
停
に
、

(
司
馬
)
朗
以
矯
へ
ら
く
、
天
下
士
山
朋
の
勢
は
、
秦
五
等
の
制
を
滅
し
、
而
し
て
郡
固
に
蒐
狩
習
戦
の
備
へ
無
き
が
故
に
由
る
。
今

五
等
は
未
だ
復
た
行
ふ
可
か
ら
ず
と
難
も
、
州
都
を
し
て
並
び
に
兵
を
置
き
、
外
は
四
夷
に
備
へ
、
内
は
不
軌
を
威
せ
し
む
可
き
は
、
策

②
I

l

-

-

I

l

l

i

-

-

-

に
於
て
長
と
矯
す
と
。
又
以
矯
へ
ら
く
、
宜
し
く
井
田
を
復
す
べ
し
と
。
:
:
:
今
大
乱
の
後
を
承
け
、
民
人
は
分
散
し
、
土
業
に
主
無



き
は
、
皆
公
田
と
矯
し
、
宜
し
く
此
の
時
に
及
び
て
之
を
復
す
べ
し
。
議
未
だ
施
行
せ
ら
れ
ず
と
難
も
、
然
れ
ど
も
州
郡
兵
を
領
す

る
は
、
朗
の
本
意
な
り
。

と
あ
る
。
司
馬
誌
の
兄
で
あ
る
司
馬
朗
は
、
秦
が
崩
壊
さ
せ
た
周
の
古
制
で
あ
る
五
等
爵
制
を
②
井
田
制
と
共
に
復
興
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
。
た
だ
時
期
尚
早
で
あ
る
た
め
、
①
現
賓
に
行
わ
れ
て
い
る
州
牧
制
を
権
誼
の
策
と
し
て
肯
定
す
る
。
か
か
る
司
馬
朗
の
主
張
が
、
甥

の
司
馬
昭
の
五
等
霞
制
施
行
に
影
響
を
輿
え
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
五
等
爵
制
施
行
の
首
初
、
多
く
の
臣
下
が
爵
位
を
世
襲
す
る
こ
と
に
批
判
的
な
議
論
も
あ
っ
た
。
豆
白
書
」
巻
四
十
八
段
灼
停
に
、

今
に
於
け
る
固
家
の
大
計
は
、
異
姓
を
し
て
裂
土
専
封
の
邑
無
く
、
同
姓
を
し
て
並
び
に
連
城
の
地
を
擦
有
せ
し
む
る
に
あ
り
。
:
:
:
大

耳
目
の
諸
王
は
二
十
徐
人
、
而
る
に
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
は
五
百
鈴
圃
。
其
の
園
皆
小
な
り
と
言
は
ん
と
欲
す
る
や
。
:
:
:
臣
故
に

五
等
は
便
な
ら
ざ
る
と
日
ふ
な
り
。
:
:
:
臣
以
潟
へ
ら
く
、
諸
侯
の
伯
・
子
・
男
の
名
競
は
皆
宜
し
く
之
を
改
易
し
、
封
爵
の
制
を
し

15 

て
、
椋
奉
櫨
秩
、
通
び
に
天
下
の
諸
侯
の
例
と
同
じ
く
せ
し
む
べ
し
。

(
訂
)

と
あ
る
。
段
灼
は
、
す
べ
て
の
「
封
建
」
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
姓
の
諸
王
は
肯
定
し
、
異
姓
の
五
等
諸
侯
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

漢
の
官
撃
で
あ
っ
た

「
春
秋
公
羊
停
」
は
、
「
劉
氏
に
非
ざ
れ
ば
王
た
り
得
」
な
い
漢
の
原
則
に
遁
合
し
、
異
姓
の
臣
下
の
封
建
を
否
定
し
て

い
た
(
注
(
お
)
所
掲
渡
遺
論
文
)
o

こ
う
し
た
経
義
も
背
景
に
し
な
が
ら
、
段
灼
は
、
異
姓
の
封
建
を
危
険
覗
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
武
帝

は
、
国
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
を
編
成
し
た
五
等
爵
制
を
改
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

危
機
は
、
五
等
爵
制
よ
り
も
、
諸
王
の
「
封
建
」
よ
り
起
き
た
。
八
王
の
乱
で
あ
る
。
乱
の
最
中
、
成
都
王
穎
の
も
と
に
い
た
陸
機
は
、
臣

下
の
五
等
諸
侯
に
も
賓
封
を
輿
え
、
地
方
行
政
を
建
て
直
す
こ
と
を
建
議
す
る
。
『
文
選
』
巻
五
十
四
論
四
五
等
諸
侯
論
に
、

五
等
の
制
は
、
黄
唐
よ
り
始
ま
り
、
郡
勝
の
治
は
、
秦
漢
よ
り
創
ま
る
。
:
:
:
夫
れ
先
王
は
帝
業
の
至
重
に
し
て
、
天
下
の
至
臓
な
る
を

15 

知
る
。
噴
け
れ
ば
以
て
偏
制
す
可
か
ら
ず
、
重
け
れ
ば
以
て
濁
任
す
可
か
ら
ず
。
重
き
に
任
ず
る
に
は
力
を
借
り
る
を
必
と
し
、
暖
き
を

m
V
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-
-
I
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
I
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l
i
-
-
-
I
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l
i
-
-
-
-
I
l
l
i
-
-
-

制
す
る
に
は
人
に
因
る
に
終
は
る
。
故
に
官
を
設
け
職
を
分
か
つ
は
、
其
の
任
を
軽
く
す
る
所
以
な
り
。
五
長
を
け
亜
建
す
る
は
、
其
の
制
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わ

か

つ

ら

を
弘
む
る
所
以
な
り
。
是
に
於
て
か
、
其
の
封
彊
の
典
を
立
て
、
其
の
親
疎
の
宜
に
財
ち
、
高
園
を
し
て
相
維
な
り
て
、
以
て
盤
石
の

⑦
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固
を
成
し
、
宗
庶
雑
居
し
て
、
維
城
の
業
を
定
め
し
む
。
・
:
・
:
故
に
諸
侯
食
土
の
貰
を
享
け
、
高
圃
世
及
の
砕
を
受
く
。

と
あ
る
。
陸
機
の
封
建
論
は
、
第
一
に
五
等
の
諸
侯
を
置
く
べ
き
理
由
を
園
家
権
力
の
分
権
化
の
た
め
で
は
な
く
、
君
主
の
①
任
務
を
軽
く
す

る
一
方
で
、
そ
の
制
を
贋
め
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
君
主
の
権
力
を
分
権
化
す
る
一
方
で
、
園
{
系
金
瞳
の
権
力
を
隅
々
ま
で
唐
め
ら
れ
る
こ
と

に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
秦
の
始
皇
帝
や
そ
の
丞
相
の
李
斯
が
、
諸
侯
を
置
く
と
支
配
の
一
元
化
の
妨
げ
に
な
る
と
認
識
し
た
こ
と
と
大
き

(
お
)

く
異
な
る
。
か
か
る
「
封
建
」
の
意
義
付
け
の
相
遣
は
、
戦
国
の
分
裂
を
統
一
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
た
法
家
と
、
漢
の
統
一
の
中
で

「
封
建
」
を
復
権
さ
せ
た
儒
教
の
背
景
と
な
っ
た
時
代
性
に
起
因
し
よ
う
。
同
時
に
、
園
家
権
力
の
再
編
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
賄
で
、

(
ぬ
)

「
封
建
」
と
い
う
詩
語
を
嘗
て
ら
れ
て
い
る
西
欧
中
世
の

FE!と
Z
B
と
も
大
き
く
原
理
を
異
に
す
る
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
②
異
姓
の
五
等
諸
侯
の
封
建
を
是
認
す
る
こ
と
は
、
陸
機
の
封
建
論
の
特
徴
で
あ
る
。
異
姓
の
封
建
に
つ
い
て
、
陸
機
は
、

「詩
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経
」
大
雅
板
の
「
宗
子
は
維
れ
城
」
を
典
援
と
す
る
。
し
か
し
、
鄭
筆
が
「
宗
子
と
は
、
王
の
遁
子
を
謂
ふ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
ま

ま
で
は
、
異
姓
の
諸
侯
の
封
建
を
正
統
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
陸
機
は
、
②
「
宗
庶
雑
居
し
て
、
維
城
の
業
を
定
め
し
む
」
と
、

の
字
句
を
展
開
し
て
、
「
宗
庶
」
が
と
も
に
諸
侯
と
な
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
『
周
躍
」
夏
官
都
司
馬
の
鄭
注
に
、
「
庶
子
は
、

『
詩
経
』

卿
・
大
夫
・
士
の
子
な
り
」
と
あ
り
、
鄭
玄
は
「
遁
子
」
と
封
に
な
る
「
庶
子
」
を
「
卿
・
大
夫
・
士
の
子
」
、
す
な
わ
ち
異
姓
を
も
含
む
臣

下
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
陸
機
は
、
異
姓
の
封
建
を
正
統
化
し
た
。

第
三
に
陸
機
は
、
③
「
食
土
の
賓
」
す
な
わ
ち
賓
封
を
諸
侯
が
、
「
世
及
」
す
な
わ
ち
世
襲
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
李
主
口
注
の
指
摘
の

よ
う
に
、
「
世
及
」
は
、
『
暗
記
』
瞳
運
に
、
「
大
人
は
世
及
し
て
以
て
穫
と
矯
す
」
と
あ
り
、
「
大
人
は
、
諸
俣
の
謂
な
り
」
と
あ
る
鄭
玄
注
に

よ
り
、
諸
侯
の
世
襲
は
正
統
化
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
陸
機
は
、
な
ぜ
異
姓
の
五
等
諸
侯
に
賓
封
を
奥
え
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
『
丈
選
』
巻
五
十
四

論
四
五
等
諸
侯
論
の
結
論
部
分
に
、



①
 

且
つ
要
し
て
之
を
言
ふ
に
、
五
等
の
君
は
、
己
の
馬
に
治
を
思
ひ
、
郡
牒
の
長
は
、
利
の
矯
に
物
を
園
る
。
:
:
:
是
の
故
に
百
姓
を
侵
し

て
以
て
己
を
利
す
る
者
は
、
在
位
の
憧
ら
ざ
る
所
、
賓
事
を
損
ひ
て
以
て
名
を
養
ふ
者
は
、
官
長
の
夙
夜
す
る
所
な
り
。
:
:
:
五
位
一
寸
は
則

ち
然
ら
ず
。
圃
は
己
の
土
矯
り
、
衆
は
皆
我
が
民
な
り
、
民
安
け
れ
ば
己
は
其
の
利
を
受
け
、
圃
傷
る
れ
ば
家
は
其
の
病
に
嬰
る
を

知
る
。
聞
に
前
川
は
以
て
問
調
ん
と
制
し
、
|
倒
嗣
は
其
の
堂
構
を
思
ふ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
秦
漢
以
来
の
「
郡
勝
」
で
は
、
①
郡
牒
の
長
が
利
を
あ
げ
る
こ
と
の
み
を
考
え
、
地
方
統
治
を
荒
麿
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
に
封
し
て
、
②
五
等
諸
侯
に
賓
封
を
輿
え
れ
ば
、
諸
侯
は
自
ら
の
利
だ
け
で
は
な
く
、
子
孫
に
停
え
る
た
め
に
も
懸
命
に
統
治
す
る
。
か

か
る
主
張
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
陸
機
が
「
五
等
諸
侯
論
」
を
著
し
た
時
期
の
西
晋
は
、
八
王
の
乱
に
よ
り
地
方
の
統
治
が
崩
壊

し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
園
家
の
中
央
集
権
的
支
配
の
危
機
は
、
八
王
の
乱
の
時
期
に
止
ま
ら
ず
、
雨
耳
目
南
北
朝
を
通
じ
て
恒
常
的
に

起
き
て
い
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
雨
菅
南
北
朝
は
、
「
封
建
」

の
時
代
と
な
っ
た
。
国
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
を
正
統
化
し
た
「
封
建
」
の
論
理
は
、

雨
音
南
北
朝
の
政
治
瞳
制
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
司
馬
朗
は
、
五
等
爵
制
の
復
興
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
代
わ
る
州
牧
制
を
容
認
し
て
い
た
。
石
井
仁
に
よ

(ω) 

れ
ば
、
後
漢
末
の
中
平
五
(
一
八
八
)
年
、
量
帝
は
西
国
軍
を
創
設
す
る
と
共
に
、
牧
伯
制

(
U
州
牧
)
を
施
行
し
た
。
後
者
の
前
身
で
あ
る
州

刺
史
は
、
監
察
官
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
霊
帝
は
、
後
漢
中
期
以
降
の
枇
舎
の
分
権
化
に
封
し
て
、
州
軍
位
の
唐
域
的
な
行
政
ブ
ロ
ッ
ク
を
つ

く
っ
て
地
方
統
制
を
強
化
す
る
た
め
州
牧
を
設
置
し
、
動
乱
の
掻
大
に
歯
ど
め
を
か
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
州
牧
の
権
威
を
高

お
よ
び
列
侯
の
爵
位
が
無
候
件
で
授
奥
さ
れ
た
こ
と
に
は
注
目
し
た
い
。
牧
伯
と
い
う
別
稿
と

め
る
た
め
に
、
九
卿
と
お
な
じ
秩
中
二
千
石
、
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共
に
、
州
牧
お
よ
び
そ
の
流
れ
を
汲
む
都
督
制
が
、
「
封
建
」
の
復
権
の
中
で
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
窺
い
得
る
た
め
で
あ
る
。

州
牧
だ
け
で
は
な
い
。
『
三
園
志
」
巻
二
十
武
丈
世
王
公
惇
注
引
『
貌
氏
春
秋
」
に
曹
同
の
「
封
建
論
」
を
載
せ
る
が
、
そ
の
中
で
曹
同
は
、

且
つ
今
の
州
牧
・
郡
守
は
、
古
の
方
伯
・
諸
侯
に
し
て
、
皆
千
里
の
土
を
跨
有
し
、
軍
武
の
任
を
粂
ね
、
或
い
は
圃
を
比
ね
る
こ
と
数

17 
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人
、
或
い
は
兄
弟
並
援
す
。
而
る
に
宗
室
の
子
弟
、
曾
て
一
人
も
其
の
聞
に
間
闘
し
て
、
輿
に
相
維
持
す
る
も
の
無
し
。
幹
を
彊
く
し

枝
を
弱
め
、
高
一
の
虞
れ
に
備
ふ
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
州
牧
」
を
「
方
伯
」
に
、
「
郡
守
」
を
「
諸
侯
」
に
準
え
て
い
る
。
曹
同
の
「
封
建
論
」
の
全
瞳
の
主
張
は
、
皇
帝
の
同
姓

を
諸
侯
に
封
建
す
べ
き
こ
と
に
あ
り
、
異
姓
の
臣
下
が
「
園
を
比
」
ね
、
「
兄
弟
が
益
擦
」
し
て
州
牧
・
郡
守
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す

(
壮
)

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
窪
添
慶
丈
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
西
音
末
以
降
南
北
朝
に
至
る
ま
で
、
本
貫
な
い
し
居
住
地
に
お
い
て
宗
族

を
中
核
と
し
て
強
い
支
配
力
・
影
響
力
を
有
す
る
者
が
多
数
、
本
籍
地
の
太
守
・
牒
令
に
任
用
さ
れ
て
い
く
。
陸
機
が
異
姓
の
五
等
諸
侯
の

「
封
建
」
に
よ
り
地
方
行
政
の
再
編
を
主
張
し
た
こ
と
は
、

か
か
る
西
音
末
以
降
の
現
賓
の
先
取
り
と
考
え
て
も
よ
い
。
「
封
建
」
と
い
う
理

念
の
復
権
は
、
郡
守
・
牒
令
の
本
籍
地
任
用
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
位
)

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
州
牧
や
太
守
の
「
封
建
」
は
、
固
家
権
力
の
地
方
分
権
化
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
石
井
仁
に
よ
れ
ば
、
州

牧
か
ら
琵
展
し
た
都
督
制
に
封
す
る
従
来
の
研
究
は
、
軍
事
制
度
の
側
面
に
焦
黙
が
嘗
て
ら
れ
、
地
方
分
権
制
度
の
典
型
と
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
都
督
の
本
源
的
な
任
務
・
権
限
は
「
乏
軍
興
」
の
律
を
援
用
し
て
、
政
府
高
官
の
代
名
詞
で
あ
る
秩
二
千
石
以
下
の
官
民
を
殺
す
こ
と

に
あ
る
。
都
督
制
の
本
質
は
、
後
漢
以
来
の
社
合
同
饗
動
に
封
麿
し
、
ヒ
ト
の
直
接
把
握
を
企
固
し
た
統
治
瞳
制
で
あ
っ
た
。
都
督
制
も
ま
た
、
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中
央
集
権
も
し
く
は
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
統
制
の
た
め
の
制
度
と
い
う
側
面
を
持
つ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
か
る
皇
帝
の
支
配
意
思
は
、
一
吐
舎
の
現
賓
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
社
舎
の
現
賓
が
支
配
意
思
に
反

す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
皇
帝
権
力
は
支
配
意
思
を
賓
現
す
る
た
め
、
臣
下
の
献
策
を
選
捧
し
な
が
ら
、
諸
制
度
構
築
の
努
力
を
績
け
る
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
。
陸
機
の
「
五
等
諸
侯
論
」
の
直
前
、
専
制
を
振
る
う
斉
王
同
を
誠
め
る
書
簡
の
中
で
、
王
豹
は
、
牧
伯
と
五
等
爵
を
組
み

合
わ
せ
る
、
次
の
よ
う
な
支
配
瞳
制
を
提
案
し
て
い
る
。
『
亙
日
童
日
』
巻
八
十
九
忠
義
王
豹
停
に
、

①
 

(
王
)
豹
牒
を
(
斉
王
)
同
に
致
し
て
日
く
、
「
:
:
:
昔
武
王
討
を
伐
ち
、
諸
侯
を
封
建
し
て
二
伯
と
矯
す
。
陳
よ
り
以
東
は
、
周
公

之
を
主
り
、
陳
よ
り
以
西
は
、
召
公
之
を
主
る
。
:
:
:
今
誠
に
能
く
周
の
法
を
隼
用
し
、
成
都
(
王
穎
)
を
以
て
北
州
伯
と
潟
し
、
河



北
の
王
侯
を
統
べ
し
め
、
明
公
は
南
州
伯
と
矯
り
て
、
以
て
南
土
の
官
長
を
揖
め
よ
。
:
:
:
今
若
し
豹
の
此
の
策
に
従
ひ
て
、
皆
王
侯

を
し
て
固
に
之
か
し
む
れ
ば
、
北
は
成
都
に
輿
へ
、
河
を
分
か
ち
て
伯
と
矯

L
、
成
都
は
鄭
に
在
り
、
明
公
は
宛
に
都
し
、
方
千
里
を

い

っ

く

し

⑦

了

|
|
I
l
l
i
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-
-
-
I
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
-
-
-
I
l
l
i
-
-
-
-
-
I
l
l
i
-
-
-
I
l
l
i
-
-
I
l
-
-
I
l
l
i
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
d
制
|
|
|
|

寛
み
て
、
以
て
折
内
の
侯
・
伯
・
子
・
男
と
輿
に
、
小
大
相
率
ゐ
、
好
を
結
び
盟
を
要
め
、
同
に
皇
家
を
奨
け
ん
。
貢
御
の
法
は
、

一
に
周
典
の
如
く
せ
ん
。
:
:
:
」
と
。

と
あ
る
。
八
王
の
乱
の
最
中
、
斉
王
同
と
並
ぶ
力
を
持
ち
鄭
に
鎮
し
て
い
た
成
都
王
穎
を
北
州
伯
に
任
ず
る
と
共
に
、
斉
王
同
は
宛
牒
に
赴
き

南
州
伯
と
な
っ
て
南
北
に
二
分
し
、
恵
帝
を
輔
弼
す
べ
し
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
西
周
の
は
じ
め
①
陳
を
境
に
周
公
と
召
公
が
二
伯
と

(
必
)

し
て
天
下
を
治
め
た
こ
と
を
記
す
『
春
秋
公
羊
停
』
隠
公
五
年
を
典
擦
と
す
る
「
分
陳
」
と
い
う
政
治
瞳
制
に
範
を
採
っ
た
主
張
で
あ
る
。
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
南
州
伯
と
な
る
斉
王
同
の
支
配
下
に
、
②
侯
・
伯
・
子
・
男
と
い
う
五
等
諸
侯
が
領
土
を
支
配
し
な
が
ら
、
盟
を
結
ん

で
南
州
伯
と
共
に
天
子
を
支
え
る
、
と
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
分
権
的
な
「
封
建
」
枇
舎
を
目
指
す
政
策
で
あ
る
。
一
粒
舎
の
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分
権
化
を
そ
の
ま
ま
容
認
し
、
先
秦
の
政
治
瞳
制
を
復
古
し
よ
う
と
す
る
主
張
も
、
陸
機
の
「
五
等
諸
侯
論
」
の
直
前
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
王
豹
は
、
長
沙
王
父
に
「
骨
内
を
離
間
」
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
小
人
を
な
ぜ
殺
さ
な
い
の
か
、
と
詰
め
寄
ら
れ
た
斉
王

同
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。
君
主
の
支
配
意
思
と
し
て
は
、
臣
下
に
土
地
を
輿
え
る
代
わ
り
に
貢
を
出
さ
せ
る
、
と
い
う
西
欧
中
世
の
如
き
政

治
盟
制
は
、
許
容
し
難
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

(
組
)

し
か
し
、
川
本
芳
昭
に
よ
れ
ば
、
姓
族
分
定
を
行
う
前
の
北
貌
の
五
等
霞
制
は
、
賓
封
を
件
っ
て
い
た
。
分
権
化
へ
の
枇
舎
の
匪
力
は
、
大

き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
親
書
』
巷
一
百
十
三
官
氏
志
の
天
賜
元
年
九
月
僚
に
、

五
等
の
爵
を
減
じ
て
、
始
め
て
分
か
ち
て
四
と
矯
す
。
:
:
:
王
は
第
一
品
、
公
は
第
二
品
、
侯
は
第
三
品
、
子
は
第
四
品
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
爵
位
と
官
品
は
連
動
し
、
さ
ら
に
は
世
襲
的
に
将
軍
競
が
輿
え
ら
れ
て
い
た
。
九
品
中
正
制
度
の
郷
品
を
規
定
す
る
こ
と
に

よ
り
、
園
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
を
創
り
あ
げ
た
西
音
の
五
等
爵
制
に
比
べ
て
、
さ
ら
に
露
骨
に
北
貌
の
五
等
爵
制
は
、
高
い
霞
位
を
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世
襲
す
る
者
に
、
高
い
官
職
を
輿
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
欧
「
封
建
」
制
へ
の
傾
斜
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
か
る
爵
制
に
つ
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い
て
、
北
貌
に
お
け
る
漠
人
貴
族
を
代
表
す
る
崖
浩
は
、
『
貌
童
日
」
巻
三
十
五
崖
浩
停
に
、

(
崖
)
浩
乃
ち
主
目
を
著
は
す
こ
と
二
十
徐
篇
、
上
は
太
初
を
推
し
、
下
は
秦
漢
饗
弊
の
遮
を
蓋
く
す
。
大
旨
は
先
づ
五
等
を
復
す
る
を

以
て
本
と
矯
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
秦
漢
の
「
郡
牒
」
制
を
否
定
し
て
、

五
等
爵
の
「
封
建
」
の
復
活
を
主
張
し
て
い
た
。
漢
人
貴
族
に
と
っ
て
も
、
五
等
爵
制

に
よ
り
自
ら
の
地
位
が
世
襲
さ
れ
る
こ
と
は
、
歓
迎
す
べ
き
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
、
孝
文
帝
の
爵
制
改
革
に
よ
り
、
こ
う
し
た
官
品
H

霞
位
の
原
則
、
お
よ
び
将
軍
披
の
世
襲
は
廃
止
さ
れ
る
(
注
(
叫
)
所
掲
川
本
論

文
)
o

皇
帝
権
力
は
、
漢
人
・
北
族
の
貴
族
を
自
ら
の
秩
序
の
も
と
に
編
成
し
た
い
と
い
う
支
配
音
山
思
を
持
つ
。
そ
れ
を
額
在
化
さ
せ
る
姓
族

分
定
の
前
段
階
と
し
て
、
孝
文
帝
は
爵
制
を
改
革
し
、
皇
帝
権
力
の
伸
張
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

漢
人
貴
族
は
本
来
的
な
存
立
基
盤
を
丈
化
に
置
き
な
が
ら
も
、
北
族
貴
族
は
皇
帝
と
の
姻
戚
闘
係
を
存
立
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
世
襲
を
可

能
と
す
る
五
等
霞
の
「
封
建
」
に
よ
り
自
ら
の
地
位
が
子
孫
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
歓
迎
し
た
。

一
方
、
皇
帝
権
力
は
、
貴
族
の
持
つ
自
律
性
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を
打
倒
す
る
た
め
、
五
等
爵
制
の
施
行
に
よ
り
、
自
ら
と
の
近
接
牲
を
基
準
に
、
国
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
を
再
編
す
る
こ
と
を
目
指

し
た
が
、
そ
れ
も
「
封
建
」
に
よ
り
正
統
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
と
皇
帝
が
互
い
に
「
封
建
」
の
優
位
性
を
承
認
す
る
中
で
、
爵
位
の

世
襲
性
に
依
援
す
る
貴
族
制
の
編
成
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
西
欧
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
「
封
建
」
と
い
う
理
念
の
存
在
に
よ
り
、
貴
族
は
土

地
の
所
有
を
基
盤
と
し
て
世
襲
性
を
維
持
す
る
た
め
に
領
主
裁
判
権
を
持
つ
方
向
に
は
進
ま
ず
、
皇
帝
権
力
も
ま
た
武
力
に
よ
り
貴
族
の
大
土

地
所
有
を
禁
止
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
宮
崎
市
定
の
い
う
君
主
権
力
の
巌
存
に
よ
る
貴
族
制
の
生
成
に
は
、
「
封
建
」
の
理
念
が
介
在
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
唐
の
氏
族
志
は
、
「
封
建
」
さ
れ
た
爵
位
を
貴
族
の
基
準
と
は
し
な
く
な
る
。
注
(
日
)
所
掲
池
田
論
文
に
よ
れ
ば
、
唐
で
は

『
貞
観
氏
族
志
』
・
「
姓
氏
録
』
・
『
大
唐
姓
族
系
録
』
と
い
う
三
つ
の
氏
族
志
が
編
纂
さ
れ
た
が
、

い
ず
れ
も
散
侠
し
た
。
こ
の
う
ち
池
田
が
復

原
し
た

『
姓
氏
録
』
で
は
、
貴
族
の
等
級
は
、
唐
の
官
品
を
基
準
と
す
る
。
特
等
の
皇
室
の
下
に
、
第
一
等
の
貴
族
が
置
か
れ
、
そ
の
基
準
は
、



原
則
と
し
て
一
品
官
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
外
戚
・
二
王
後
・
贈
享
司
・
左
右
僕
射
は
、

一
品
官
で
は
な
い
が
皇
帝
と
の
近
接
性
が
高
い
た
め

に
、
第
一
等
の
基
準
と
な
っ
た
。
以
下
、
第
二
等
は
二
品
官
と
三
品
官
の
宰
相
、
第
一
一
一
等
は
正
三
品
、
第
四
等
は
従
三
品
と
、
第
八
等
の
従
五

(
判
)

品
ま
で
、
す
べ
て
唐
の
官
品
が
貴
族
の
等
級
の
基
準
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
雨
菅
南
北
朝
時
代
に
隼
重
さ
れ
て
い
た
、
世
襲
性
を
持
つ
五
等
の

爵
位
は
、
唐
の
貴
族
の
等
級
と
は
闘
わ
り
を
持
た
な
い
。
唐
の
皇
帝
権
力
は
、
唐
と
い
う
園
家
権
力
の
官
僚
を
構
成
す
る
こ
と
を
基
準
と
す
る

貴
族
制
の
編
成
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
従
来
、
唐
の
貴
族
制
の
皇
帝
権
力
へ
の
従
属
性
の
高
さ
は
、
九
品
中
正
制
度
の
科
奉
へ
の
移
行
に
よ

り
説
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
爵
か
ら
官
へ
と
貴
族
制
の
等
級
を
定
め
る
基
準
が
移
行
し
た
こ
と
も
原
因
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
六
朝

貴
族
の
特
徴
で
あ
っ
た
皇
帝
権
力
か
ら
の
自
律
性
を
唐
の
貴
族
は
い
っ
そ
う
喪
失
し
て
い
く
。

こ
の
結
果
、

五
等
爵
制
を
正
統
化
し
て
い
た
「
封
建
」
の
時
代
も
終
わ
り
を
告
げ
る
。
「
奮
唐
主
目
』
巻
七
十
二
李
百
薬
停
に
、

④
l

i

l

-

-

朝
廷
議
し
て
、
将
に
諸
侯
を
封
建
せ
ん
と
す
。
(
李
)
百
薬
封
建
論
を
上
り
て
日
く
、
「
:
:
:
陸
士
衡
は
、
方
に
規
規
然
と
し
て
云
ふ
、

①

ー

ー
l
i
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-

「
嗣
王
は
其
の
九
鼎
を
委
て
、
凶
族
は
其
の
大
邑
に
振
る
。
天
下
は
曇
然
と
し
て
、
治
を
以
て
乱
を
待
つ
』
と
。
何
ぞ
斯
の
言
の
謬
ま
れ

I

l

-

-

③
ー
ー
ー
I

l

l

i

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

る
や
。
:
:
:
内
外
の
牽
官
は
、
選
ば
れ
る
に
朝
廷
よ
り
し
、
士
・
庶
を
擢
し
て
以
て
之
を
任
ず
。
:
:
:
総
じ
て
之
を
言
ふ
に
、
爵
世
及
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に
非
ざ
れ
ば
、
賢
を
用
ひ
る
の
路
斯
れ
麗
し
。
民
定
主
無
く
ん
ば
、
下
に
附
す
の
情
固
か
ら
ず
。
此
れ
乃
ち
愚
・
知
日
の
排
ず
る
所
、

安
ん
ぞ
惑
ふ
可
け
ん
や
。
:
:
:
」
と
。
太
宗
寛
に
其
の
議
に
従
ふ
。

と
あ
る
。
李
百
薬
は
、
①
陸
機
の
そ
れ
を
は
じ
め
と
す
る
「
封
建
論
」
に
次
々
と
駁
論
を
加
え
、
②
唐
の
内
外
官
が
朝
廷
に
よ
っ
て
士
庶
の
匝

別
な
く
選
ば
れ
る
こ
と
を
高
く
評
慣
し
て
「
封
建
」
を
否
定
し
、
「
郡
牒
」
を
主
張
し
た
。
太
宗
は
、
李
百
薬
の
議
に
従
い
、
「
封
建
」
は
否
定

さ
れ
る
。
こ
う
し
て
西
欧
中
世
的
な
「
封
建
制
」

へ
の
傾
斜
は
、
宮
崎
の
言
う
「
君
主
権
の
最
存
」
、
す
な
わ
ち
太
宗
の
個
別
人
身
的
支
配
へ

の
意
思
の
前
に
否
定
さ
れ
、
陪
唐
古
代
帝
国
が
再
編
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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へ
の
潮
流
が
一
朝
に
し
て
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
藩
鎮
に
代
表
さ
れ
る
「
封
建
」
的
要
素
は
、
残
存
し
績
け
た
。

(
訂
)

中
唐
の
柳
宗
元
が
「
封
建
論
」
に
お
い
て
「
郡
牒
」
を
主
張
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
柳
宗
元
の
説
く
「
郡
牒
」
は
、
や
が
て
北
宋
に
お

た
だ
し
、
「
封
建
」
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い
て
賓
現
す
る
。

唐
の
貴
族
の
世
襲
牲
が
失
わ
れ
て
い
く
の
は
、
九
品
中
正
制
度
が
科
奉
へ
と
代
わ
っ
た
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
世
襲
を
原
則
と
す
る
爵
位
の

「
封
建
」
に
基
づ
く
貴
族
制
が
終
需
を
迎
え
た
か
ら
で
あ
る
。
「
封
建
」
の
時
代
は
、
雨
耳
目
南
北
朝
で
終
わ
り
、
陪
唐
は
「
封
建
」
を
否
定
し

て
い
く
。
内
藤
湖
南
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
同
じ
く
「
貴
族
政
治
」
の
時
代
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
有
放
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を

(
崎
)

考
え
る
た
め
に
は
、
「
封
建
」
と
共
に
主
張
さ
れ
る
「
井
田
」
の
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

お

わ

中
国
の
貴
族
制
は
、
官
僚
制
で
も
封
建
制
で
も
な
く
、
身
分
制
と
し
て
皇
帝
権
力
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
貴
族
制
が
優
位
な

時
代
を
貴
族
制
「
枇
舎
」
の
時
代
と
呼
ぶ
こ
と
は
難
し
い
。
初
奏
本
の

る
貴
族
制
と
表
象
と
し
て
観
念
さ
れ
る
貴
族
と
は
異
な
り
、
表
象
か
ら
生
ま
れ
た
士
庶
匝
別
も
、

「
貞
観
氏
族
譜
』
と
山
東
門
閥
の
よ
う
に
、
皇
帝
が
規
定
し
よ
う
と
す

そ
れ
を
法
に
よ
り
維
持
す
る
も
の
は
皇
帝
権
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力
な
の
で
あ
る
。
貴
族
制
が
枇
舎
を
規
定
し
な
い
の
は
、
本
来
、
貴
族
が
文
化
資
本
の
占
有
者
で
あ
る
こ
と
を
存
立
基
盤
と
し
て
い
る
に
も
拘

ら
ず
、
貴
族
制
は
そ
れ
を
基
準
に
は
定
め
ら
れ
ず
、
皇
帝
権
力
と
の
近
接
性
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
一
吐
舎
的
身
分
と
し
て

の
表
象
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
た
貴
族
と
、
国
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
と
を
分
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
、
貴
族
制
研
究
を
進
展
さ
せ
る
の

で
は
な
い
か
。

園
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
は
、
五
等
国
酎
制
や
士
庶
匝
別
に
よ
り
皇
帝
が
作
り
上
げ
た
固
家
制
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貴
族
制
は
、

皇
帝
権
力
に
よ
る
饗
容
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
南
朝
で
言
え
ば
、
梁
の
武
帝
の
天
監
の
改
革
、
北
朝
で
言
え
ば
、
北
貌
の
孝
丈
帝
の
姓
族
詳
定
、

唐
で
言
え
ば
、
太
宗
に
よ
る

『
貞
観
氏
族
志
』

の
編
纂
は
、

そ
の
代
表
的
事
例
で
あ
る
。
始
め
て
貴
族
制
が
成
立
し
た
西
音
の
五
等
爵
制
以
来
、

雨
亙
日
南
北
朝
の
貴
族
制
は
「
封
建
」
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
て
き
た
。
「
封
建
」
が
、
枇
舎
の
分
権
化
に
封
し
て
、
君
主
権
力
を

分
権
化
し
て
、
園
家
権
力
全
館
と
し
て
の
分
権
化
を
防
ぐ
理
念
と
し
て
、
相
鹿
し
い
内
容
を
備
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
唐
代
の



貴
族
制
は
、
世
襲
を
可
能
と
す
る
爵
位
を
貴
族
と
し
て
の
基
準
か
ら
外
し
、
「
封
建
」
の
理
念
を
明
確
に
否
定
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
儒
教
が

掲
げ
る
封
建
・
井
田
・
向
学
校
と
い
う
統
治
政
策
の
三
本
柱
の
う
ち
、
官
人
永
業
固
な
ど
に
「
封
建
」
的
要
素
を
残
し
な
が
ら
も
、
井
田
に
よ
り

「
郡
牒
」
を
推
進
し
て
い
く
。

中
園
史
上
、
「
封
建
」
論
が
盛
ん
な
時
期
は
、
貌
亙
日
・
明
末
・
清
末
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
時
期
は
、
秦
・
宋
・
清
で
形
成
さ
れ
た
三
つ
の

「
郡
勝
」
的
な
専
制
政
治
の
衰
退
期
と
も
言
え
よ
う
。
宋
の
「
郡
牒
」
の
限
界
の
中
で
明
末
の
「
封
建
」
論
は
地
方
行
政
の
立
て
直
し
を
主
張

し
、
清
の
「
郡
将
」
の
限
界
の
中
で
清
末
の
「
封
建
」
論
は
、
地
方
自
治
を
主
張
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
三
つ
の
「
封
建
」
論
の
中
で
は
、
雨

亙
日
南
北
朝
の
貴
族
制
へ
の
正
統
化
が
、
西
欧
に
お
け
る
「
封
建
」
の
用
例
に
最
も
近
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
雨
菅
南
北
朝
時
代
は
、
中
国
一
吐
舎

の
分
権
化
が
大
き
く
進
展
し
た
時
期
で
あ
り
、
か
か
る
枇
舎
の
分
権
化
動
向
の
中
で
出
現
し
た
政
治
瞳
制
が
中
国
貴
族
制
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
土
地
の
分
輿
が
貴
族
制
で
は
百
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
中
園
濁
自
の
「
封
建
」
の
あ
り
方
は
、
「
中
世
」
と
い
う
世
界
史
の
時
代

に
位
置
づ
け
て
い
け
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
時
代
匡
分
論
争
が
伏
流
化
し
て
久
し
い
中
、
研
究
の
細
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匝
分
の
指
標
と
は
な
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
、
封
建
郡
牒
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
中
園
の
政
治
瞳
制
を
世
界
史
上
に
ど
の
よ
う

分
化
を
克
服
し
て
い
く
た
め
に
も
、
比
較
史
の
覗
座
を
意
識
的
に
持
ち
績
け
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

註(
1
)

渡
遅
義
浩
「
所
有
と
文
化
|
|
中
図
貴
族
制
研
究
へ
の
一
覗
角
」

(
『
中
園
|
|
枇
舎
と
文
化
』
一
八
、
二
O
O
三
年
、
『
三
園
政
権
の

構
造
と
「
名
士
」
』
汲
古
書
院
、
二
O
O
四
年
に
所
収
)
を
参
照
。

(
2
)

伊
原
弘
・
小
島
毅
(
編
)
『
知
識
人
の
諸
相
|
|
中
国
宋
代
を
基

結
と
し
て
』
(
勉
誠
同
版
、
二
O
O
一
年
)
、
三
浦
徹
・
岸
本
美
緒
・

関
本
照
夫
(
編
)
『
比
較
史
の
ア
ジ
ア
一
所
有
・
契
約
・
市
場
・
公

正
』
(
東
京
大
亭
山
版
舎
、
二
O
O
四
年
)
な
ど
を
参
照
。

水
林
彪
「
歴
史
問
晶
子
的
概
念
と
し
て
の
〈
封
建
制
〉
と
〈
郡
牒
制
〉

|
|
「
封
建
」
「
郡
牒
」
概
念
の
普
通
化
の
試
み
」
(
張
刻
・
園
同
英

弘
(
編
)
『
「
封
建
」
・
「
郡
豚
」
再
老
「
|
束
ア
ジ
ア
枇
舎
懐
制
論
の

深
層
』
思
文
閤
出
版
、
二
O
O
六
年
)

0

(
4
)

池
出
温
「
且
只
族
と
は
何
か
|
|
東
ア
ジ
ア
の
場
合
」
(
笠
谷
和
比

古
(
編
)
「
図
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
公
家
と
武
家
の
比
較
文
明
史
」
思

文
閤
出
版
、
二
O
O
五
年
)
が
そ
の
使
用
例
の
少
な
さ
を
指
摘
す
る

(
3
)
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よ
う
に
、
貴
族
お
よ
び
貴
族
制
と
い
う
概
念
は
、
首
時
普
温
的
に
使

用
さ
れ
た
用
語
で
は
な
い
。
こ
れ
に
封
し
て
、
「
封
建
」
は
「
郡

豚
」
と
の
針
比
の
中
で
、
中
園
の
政
治
鐙
制
を
表
現
す
る
理
念
と
し

て
、
首
該
時
代
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
く
。

(
5
)

内
藤
湖
南
「
概
括
的
唐
宋
時
代
観
」
(
『
歴
史
と
地
理
』
九
五
、

一
九
二
二
年
、
「
内
藤
湖
南
全
集
」
八
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
)
。

(
6
)

「
主
馬
天
下
を
共
に
す
」
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
田
絵
慶

『
束
凶
日
門
間
政
治
』
(
北
京
大
挙
出
版
壮
、
一
九
八
九
年
)
も
参
照
。

(
7
)

宮
崎
市
定
「
九
品
官
人
法
の
研
究
』
(
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
五

六
年
、
『
宮
崎
市
定
全
集
』
六
、
岩
波
書
庖
、
一
九
九
二
年
)
。

(
8
)

谷
川
道
雄
『
中
岡
中
世
世
舎
と
共
同
髄
』
図
書
刊
行
合
同
、
一
九
七

六
年
)

0

「
豪
族
共
同
懐
」
論
へ
の
考
え
は
、
注
(
1
)
所
掲
渡
、
選
論

文
で
述
べ
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
降
の
貴
族
制
研
究
へ
の
線
括
と
し
て

は
、
門
地
あ
る
い
は
家
格
・
家
柄
の
内
賓
を
め
ぐ
る
問
題
に
焦
黙
を

あ
て
た
、
川
合
安
「
日
本
の
六
朝
貴
族
制
研
究
」
(
『
史
朋
』
四
O
、

二
O
O
七
年
)
が
注
目
さ
れ
る
。

(
9
)

陳
寅
悩
「
唐
代
政
治
史
述
論
稿
』
(
重
慶
商
務
印
書
館
、
一
九
四

三
年
、
『
陳
寅
倍
集
』
生
活
・
請
書
・
新
知
三
聯
書
庖
、
二

O
O
一

年
に
所
取
)
o

こ
れ
に
封
し
て
、
『
貞
観
氏
族
謹
巴
に
お
い
て
、
唐
室

を
差
し
置
い
て
第
一
等
に
据
え
ら
れ
た
在
民
幹
が
、
本
来
で
あ
れ
ば

陳
寅
悟
が
説
く
「
閥
限
集
園
」
に
含
ま
れ
る
べ
き
こ
と
の
指
摘
か
ら
、

「
関
陣
集
閑
」
を
中
心
と
す
る
唐
代
政
治
史
に
見
直
し
を
求
め
る
も

の
に
、
山
下
将
司
「
唐
初
に
お
け
る
『
貞
観
氏
族
志
』
の
編
纂
と

「
八
柱
園
'
家
」
の
誕
生
」
(
『
史
問
晶
子
雑
誌
』
一
一
一
一
一
、
二

O
O
二

年
)
が
あ
る
。

(
日
)
た
と
え
ば
、
愛
宕
元
「
唐
代
花
陽
虚
氏
研
究
|
|
婚
姻
関
係
を
中

心
に
」
(
川
勝
義
雄
・
嘱
波
護
(
編
)
『
中
園
貴
族
制
剥
舎
の
研
究
』

(
京
都
大
撃
人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
八
七
年
)
で
は
、
『
新
唐

書
』
巻
一
百
九
十
九
儒
皐
柳
沖
惇
中
の
柳
芳
の
「
氏
族
論
」
に
基

づ
き
、
「
昔
時
の
貴
族
は
、
そ
の
本
貫
に
よ
り
、
南
朝
系
の
僑
姓
と

呉
姓
、
北
朝
系
の
虜
姓
と
い
う
五
分
類
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大

姓
と
目
せ
ら
れ
る
名
族
が
確
定
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
僑
姓
の

王
・
謝
・
衰
・
粛
四
姓
、
呉
姓
の
朱
・
張
・
顧
・
陸
四
姓
、
山
束
郡

望
の
王
・
崖
・
慮
・
李
・
鄭
五
姓
、
開
中
郡
姓
の
章
・
装
・
柳
・

醇
・
楊
・
杜
六
姓
、
虜
姓
の
元
(
拓
政
)
・
長
孫
・
字
文
・
子
(
勿

恒
子
)
・
陸
(
歩
六
孤
)
・
源
(
禿
咲
き
・
賓
(
嘆
豆
陵
)
七
姓
が
そ

れ
で
あ
る
」
と
貴
族
を
定
義
し
て
い
る
。

(
日
)
叶
耳
巳
円
F
O
F
ε
(
U
F
H
E川
由
。

ω
C
2戸
-
同
Z
H
G
H
M
¥
J
5寸
山
口
問
問
己
E
四

(
U
E
E
J
E
O
B
A
E
H
D
L
戸
口
江
口
口
二
口
早
内
P

S

F
ミ
日
町
内
尽
き
ミ
ミ

(
u
b
s
h
N
U
d
-

。円
ω
凶
器
お
お
人
吋
日
H
W
N
h
(
u
b
s
n
M
W

九州∞u
u
。
句
、
同
)
円

N
u
h日
HHH

r
ロ
(
町
内
ロ
ロ
HJ「
O
H回
H門
可
℃

H
O印
P
H
m
v吋
hv

(
ロ
)
吉
岡
邑
(
「
八
世
紀
前
小
に
お
け
る
唐
朝
官
僚
機
構
の
人
的
構
成
」

(
『
史
由
学
研
究
』
一
五
三
、
一
九
八
一
年
)
、
「
陪
・
唐
前
期
に
お
け

る
支
配
階
層
」
(
「
史
的
学
研
究
』
ム
五
五
、
一
九
八
二
年
)

0

(
日
)
か
か
る
内
藤
湖
南
の
頑
出
が
、
附
崎
文
夫
・
内
藤
乾
吉
を
経
て
、

宮
崎
市
定
・
砺
波
護
の
門
下
省
、
と
り
わ
け
給
事
中
の
重
視
へ
と
繋

が
り
、
演
口
重
岡
・
中
村
裕
一
に
よ
り
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
川
合
安
「
六
朝
陪
唐
の
「
貴
族
政
治
」
」
(
『
北
大
史
的
学
」

三
九
、
一
九
九
九
年
)
を
参
照
。

(
M
)

逆
に
、
六
朝
貴
族
論
が
重
秘
す
る
貴
族
本
来
の
あ
り
方
か
ら
、
陪
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唐
貴
族
制
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
あ
る
。
渡
透
孝
「
中
唐
期

に
お
け
る
「
門
間
」
貴
族
官
僚
の
動
向
|
|
中
火
植
要
職
の
人
的
構

成
を
中
心
に
」
(
『
柳
出
節
子
先
生
古
稀
記
念
中
国
の
惇
統
祉
舎
と

家
族
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
)
は
、
貴
族
の
原
知
が
東
漢
貌
E

日

以
来
の
礎
教
の
惇
統
に
あ
る
た
め
、
文
皐
を
旨
と
す
る
科
翠
(
進

士
)
の
浮
華
を
厭
い
、
自
己
の
原
貼
た
る
雄
教
に
戻
る
こ
と
を
先
鋭

に
主
張
す
る
こ
と
が
、
李
徳
裕
・
鄭
百
早
ら
李
黛
の
領
袖
の
第
一
義
的

な
立
脚
貼
に
他
な
ら
な
い
、
と
午
↓
晶
子
の
黛
争
を
展
望
し
て
い
る
。

(
日
)
仁
井
田
陸
「
六
朝
お
よ
び
唐
初
の
身
分
的
内
婚
制
」
(
『
歴
史
皐
研

究
』
九
八
、
一
九
三
九
年
、
『
補
訂
中
園
法
制
史
研
究
』
奴
隷
農

奴
法
・
家
族
村
落
法
、
東
京
大
向
学
出
版
舎
、
会
九
八

O
年
に
所
収
)

C

(
凶
)
池
出
温
「
唐
朝
氏
族
志
の
一
考
察
|
|
い
わ
ゆ
る
敦
僅
名
族
志
残

巻
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
北
海
道
大
皐
文
凶
宇
部
紀
要
』
二
二
二
、
一
九

六
五
年
)

0

(
口
)
注

(
1
)
所
掲
渡
遺
論
文
。
な
お
、
同
の
自
律
性
と
は
、
具
健
的

に
は
、
家
系
を
重
ん
じ
る
名
族
主
義
や
閉
鎖
的
な
週
婚
圏
を
形
成
す

る
人
的
結
合
、
貴
族
で
あ
る
者
と
他
者
と
を
峻
別
す
る
仲
間
意
識
な

ど
を
い
う
。
こ
れ
を
岡
崎
文
夫
『
貌
音
南
北
朝
史
研
究
』
(
弘
文
堂
、

一
九
三
二
年
)
は
、
「
上
族
の
あ
い
だ
に
は
あ
る
統
制
が
存
在
し
て
、

か
れ
ら
を
一
階
級
た
ら
し
め
て
い
る
。
:
:
:
階
級
聞
に
は
相
互
に
階

級
意
識
が
あ
っ
た
」
と
表
現
し
、
森
三
樹
三
郎
「
六
朝
士
大
夫
の
精

神
」
(
『
大
阪
大
撃
文
皐
部
紀
要
』
三
、
一
九
五
四
年
、
『
六
朝
士
大

夫
の
精
神
』
同
刷
会
出
版
、
一
九
八
六
年
所
牧
)
は
、
「
園
家
的
秩

序
の
中
に
あ
る
官
職
で
は
な
く
、
家
柄
や
教
養
と
い
っ
た
事
賓
を
基

に
し
た
私
的
秩
序
で
あ
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。

(
凶
)
か
か
る
虚
傷
認
識
か
ら
の
脱
却
の
試
み
に
つ
い
て
は
、
小
笠
原
博

毅
「
文
化
と
文
化
を
研
究
す
る
こ
と
の
政
治
皐
|
|
ス
テ
ユ
ア
ー

ト
・
ホ
l
ル
の
問
題
設
定
」
(
『
思
想
』
八
七
三
、
一
九
九
七
年
)
を

参
照
。

(
印
)
ピ
エ
l
ル
川
プ
ル
デ
ユ

1
、
石
井
洋
二
郎
(
誇
)
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク

シ
オ
ン
〔
社
合
的
判
断
力
批
判
〕

I
-
H
』
(
藤
原
書
席
、
一
九
九

O
年)。

(
初
)
ロ
ジ
ェ

u
シ
ヤ
ル
チ
ェ
、
長
谷
川
輝
夫
(
誇
)
『
書
物
の
秩
序
』

(
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
)

0

(
幻
)
安
田
二
郎
「
王
借
由
民
『
誠
子
書
』
考
」
(
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究

報
告
』
一
七
、
一
九
八

O
年
、
『
六
刺
政
治
史
の
研
究
」
京
都
大
皐

皐
術
出
版
舎
、
二

O
O
三
年
に
所
牧
)
に
従
い
、
(
)
を
補
っ
た
。

な
お
、
安
田
は
、
南
朝
切
っ
て
の
「
甲
族
」
に
あ
り
な
が
ら
、
門
蔭

に
依
存
し
た
あ
り
方
か
ら
「
讃
書
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
あ
り
方
へ

の
轄
換
を
諒
々
と
子
供
た
ち
に
さ
と
す
王
借
度
の
「
誠
子
書
」
は
、

劉
宋
朝
中
末
期
、
明
帝
即
位
蛍
初
に
勃
設
す
る
菅
安
王
子
財
の
大
反

乱
に
、
衝
撃
を
受
け
ま
た
激
獲
さ
れ
た
門
間
貴
族
の
新
た
な
認
識
を

示
す
も
の
で
、
門
閥
貴
族
層
の
自
己
改
革
の
必
要
性
を
最
も
早
く
表

明
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

(
辺
)
刑
州
撃
に
つ
い
て
は
、
加
賀
栄
治
『
中
岡
山
典
解
稽
史
』
貌
音
篇

(
勤
草
書
房
、
一
九
六
四
年
)
、
「
才
性
四
本
」
論
に
つ
い
て
は
、
岡

村
繁
「
『
才
性
四
本
論
」
の
性
格
と
成
立
|
|
あ
わ
せ
て
唐
長
儒
氏

の
「
貌
亙
日
才
性
論
的
政
治
意
義
』
を
駁
す
」
(
『
名
古
屋
大
皐
丈
島
ナ
部

研
究
論
集
』
二
八
丈
皐
一

O
、
会
九
六
二
年
)
、
「
嘗
無
哀
楽
」
論

に
つ
い
て
は
、
堀
池
信
夫
「
替
康
『
整
無
哀
楽
論
」
考
|
|
音
楽
論
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九
)¥ 

の
立
場
か
ら
」
(
『
筑
波
大
皐
哲
皐
・
思
想
墜
系
論
集
』
六
、

一
年
)
を
参
照
。

(
お
)
士
什
川
忠
夫
「
顔
之
推
小
論
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二

O

四
、
一
九

六
二
年
、
『
六
朝
精
神
史
研
究
」
同
刷
会
口
出
版
、
一
九
八
四
年
に
所

牧
)

0

(μ)

ル
イ
一
回
世
と
そ
の
宰
相
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
が
、
一
六
六

0
年
代
の

貴
族
資
格
審
査
「
貴
族
改
め
」
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
以
来

の
貴
族
の
自
生
的
な
枇
曾
集
圏
と
し
て
の
性
格
を
弱
め
、
図
王
に
よ

っ
て
作
ら
れ
特
権
を
興
え
ら
れ
た
法
的
存
在
と
し
て
の
性
格
を
強
め

さ
せ
た
こ
と
は
、
中
国
貴
族
制
の
分
析
に
も
参
考
と
な
ろ
う
。
阿
河

雄
二
郎
「
ル
イ
一
回
世
時
代
の
「
貴
族
改
め
」
の
意
味
」
(
服
部
春

彦
・
谷
川
稔
(
編
)
『
フ
ラ
ン
ス
史
か
ら
の
問
い
』
山
川
出
版
世
、

二
0
0
0年)、

R
H
デ
シ
モ
ン
、
林
出
伸
一
(
諜
)
「
貴
族
は
「
種

族
」
か
枇
曾
関
係
か
|
|
近
世
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
を
捉
え
る
た
め
の

新
し
い
方
法
を
探
る
」
(
『
思
想
』
九
五
九
、
二

O
O
四
年
)
を
参
照
。

(
お
)
以
下
の
記
述
の
詳
細
は
、
渡
遺
義
浩
「
凶
耳
目
に
お
け
る
五
倍
寸
得
制

と
貴
族
制
の
成
立
」
(
「
史
皐
雑
誌
』
一
一
六
|
三
、
二

O
O
七
年
)

を
参
照
。

(
お
)
越
智
重
明
「
五
等
爵
制
」
(
「
貌
耳
目
南
朝
の
政
治
と
枇
舎
』
古
川
弘

文
館
、
一
九
六
三
年
)

0

(
幻
)
一
曲
亙
円
以
降
、
陳
ま
で
の
爵
位
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
楊
光
輝
『
漠

唐
封
霞
制
度
』
(
肇
苑
出
版
社
、
一
九
九
九
年
)
を
参
照
。

(
お
)
中
村
圭
爾
「
『
土
庶
匝
別
』
小
論
|
|
南
朝
貴
族
制
へ
の
一
覗
黙
」

(
『
史
的
学
雑
誌
』
八
八
二
、
一
九
七
九
年
、
『
六
朝
貴
族
制
研
究
」

風
間
書
房
、
一
九
八
七
年
に
所
収
)

0

(
お
)
中
村
圭
爾
「
初
期
九
日
間
官
制
に
お
け
る
人
事
に
つ
い
て
」
(
『
中
園

貴
族
制
枇
舎
の
研
究
』
京
都
大
皐
人
文
科
向
学
研
究
所
、
一
九
八
七
年
、

『
六
朝
貴
族
制
研
究
』
前
掲
に
所
収
)

0

(
初
)
多
賀
秋
五
郎
「
古
譜
の
研
究
」
(
『
東
洋
史
的
学
論
集
」
第
四
、
不
味

堂
書
出
、
一
九
五
九
年
、
『
中
国
宗
譜
の
研
究
』
日
本
血
学
術
振
興
舎
、

一
九
八
一
年
に
所
状
)
。

(
況
)
沈
約
の
卜
奏
の
う
ち
、
戸
籍
に
関
わ
る
部
分
は
、
池
出
温
『
中
園

古
代
籍
帳
研
究
』
概
観
・
録
文
(
東
京
大
挙
山
版
舎
、
一
九
七
九

年
)
、
中
村
圭
爾
「
南
朝
戸
籍
に
関
す
る
こ
問
題
」
(
『
人
文
研
究
」

四
四
二
一
、
一
九
九
二
年
、
『
六
朝
江
南
地
域
史
研
究
』
汲
士
門
書

院
、
二

O
O
六
年
に
所
牧
)
を
参
照
。

(
沼
)
梁
の
武
帝
の
天
監
の
官
制
改
革
が
貴
族
制
再
編
の
意
固
を
持
つ
こ

と
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
『
九
品
宵
人
法
の
研
究
』
(
前
掲
)
を

参
照
。

(
お
)
川
合
安
「
門
地
二
品
に
つ
い
て
」
(
『
集
刊
東
洋
皐
」
九
四
、
二

O

。
五
年
)
は
、
こ
の
『
南
史
』
王
借
南
停
の
史
料
が
、
宮
崎
市
定
に

代
表
さ
れ
る
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
官
僚
の
履
Em
を
編
纂
し
て
姓

譜
を
造
っ
た
と
解
担
押
さ
れ
、
こ
れ
が
門
閥
の
上
下
を
判
断
し
序
列
を

定
め
る
際
の
根
擦
と
さ
れ
た
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し

て
い
る
。

(
弘
)
「
貌
主
H

』
官
氏
志
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
松
下
憲
一
「
北

朝
正
史
に
お
け
る
「
代
人
」
」
(
『
北
貌
胡
族
館
制
論
』
北
海
這
大
準

大
向
学
院
文
墜
研
究
科
、
二

O
O
七
年
)
を
参
照
。

(
お
)
川
本
芳
昭
「
北
貌
太
組
の
部
落
解
散
と
高
租
の
部
族
解
散
|
|
所

謂
部
族
解
散
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
佐
賀
大
間
学
教
養
部
研
究
紀
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要
』
一
四
、
一
九
八
二
年
、
「
貌
以
日
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
」
汲

古
書
院
、
一
九
九
八
年
に
所
牧
)
は
、
こ
の
史
料
の
績
き
に
、
王
服

の
制
に
基
づ
く
規
定
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
孝
文
帝
に
よ
る

姓
族
分
定
は
、
二
つ
の
範
時
即
ち
漢
民
族
的
な
親
族
概
念
と
身
分
制

の
原
理
に
慕
づ
い
て
行
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
北
族
社
舎
に
存
績
し
て
き

た
部
族
、
或
い
は
氏
族
が
上
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
解
憶
さ
れ
た
こ
と

を
一
不
す
、
と
音
川
義
づ
け
て
い
る
。

(
お
)
後
漢
「
儒
敬
園
家
」
の
崩
壊
、
そ
れ
に
件
、
つ
枇
舎
の
分
権
化
傾
向

の
中
で
、
儒
殺
は
「
封
建
」
の
解
稗
を
展
開
し
た
。
後
漢
の
官
撃
で

あ
っ
た
今
文
系
経
撃
、
就
中
、
春
秋
公
羊
停
で
は
、
そ
の
勢
力
を
抑

制
し
て
い
た
同
姓
諸
侯
を
、
春
秋
左
氏
停
を
典
擦
に
積
極
的
に
活
用

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
経
義
の
展
開
に
よ
り
可
能
と
な

っ
た
「
封
建
」
に
闘
す
る
議
論
が
後
漢
末
よ
り
盛
行
す
る
様
子
は
、

渡
遅
義
浩
「
「
封
建
」
の
復
権
|
|
西
耳
目
に
お
け
る
諸
王
の
封
建
に

向
け
て
」
(
『
早
稲
出
大
準
大
挙
院
文
筆
研
究
科
紀
要
』
五

O

四、

二
O
O
五
年
)
を
参
照
。

(
釘
)
衛
瑳
の
九
品
中
正
制
度
へ
の
批
判
、
劉
毅
の
「
上
品
に
寒
門
な
く
、

下
品
に
勢
族
な
し
」
と
い
う
批
判
も
、
こ
れ
と
同
犠
の
文
脈
で
捉
え

ら
れ
る
こ
と
は
、
渡
遺
義
浩
「
西
日
日
に
お
け
る
五
等
爵
制
と
貴
族
制

の
成
立
」
(
前
掲
)
を
参
照
。

(
お
)
『
史
一
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
に
、
雨
者
の
議
論
は
見
ら
れ
る
。

薄
井
俊
二
「
始
皇
帝
の
「
郡
豚
」
「
封
建
」
論
議
を
め
ぐ
っ
て
|
|

始
皇
帝
の
政
治
方
針
と
秦
の
朝
廷
」
(
『
崎
玉
大
間
半
紀
要
教
育
問
宇
部
」

人
文
・
枇
舎
科
皐
四
六
一
、
一
九
九
七
年
)
も
参
照
。

(
刊
日
)
本
国
済
「
貌
管
に
お
け
る
封
建
論
」
(
『
人
文
研
究
」
六
|
六
、

九
五
五
年
、
『
東
洋
思
想
研
究
』
創
文
祉
、
一
九
八
七
年
に
所
牧
)

は
、
貌
凶
日
期
に
封
建
論
が
膝
ん
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
時
代
そ
の

も
の
が
、
中
世
的
な
、

F
Eと
な
型
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
看

取
し
得
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
川
合
安
「
沈
約
の
地

方
政
治
改
革
論
|
|
貌
音
期
の
封
建
論
と
関
連
し
て
」
(
『
中
園
中
世

史
研
究
』
績
編
、
京
都
大
率
良
子
術
出
版
舎
、
一
九
九
五
年
)
は
、
貌

音
の
封
建
論
と
沈
約
の
「
郡
勝
論
」
と
を
比
較
し
、
こ
れ
ら
を
と
も

に
分
権
の
主
張
で
あ
る
と
し
、
「
貌
育
南
朝
は
、
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
一
貫
し
て
「
中
世
」
貴
族
制
の
時
代
と
把
握
し
う
る
」
と
遮

べ
て
い
る
。
こ
れ
に
針
し
て
、
辻
正
博
「
西
日
日
に
お
け
る
諸
王
の
封

建
と
出
鎮
」
(
『
公
家
と
武
家
』
町
官
僚
制
と
封
建
制
の
比
較
文
明
史

的
考
察
、
思
文
閤
出
版
、
二

0
0
八
年
)
は
、
渡
直
道
義
浩
「
「
封

建
」
の
復
権
」
(
前
掲
)
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
中
園
中
世
に
お
け

る
宗
室
諸
王
の
封
建
と
出
銭
は
、
車
に
「
封
建
諸
侯
の
割
振
」
な
の

で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
以
て
「
封
建
制
」
の
表
象
と
見

な
す
こ
と
は
や
は
り
難
し
い
、
と
し
て
い
る
。

(ω)
石
井
仁
「
漠
末
州
牧
考
」
(
『
秋
大
史
皐
』
三
八
、
一
九
九
二
年
)
、

「
無
上
将
軍
と
西
国
軍
|
|
後
漠
霊
帝
時
代
の
『
軍
制
改
革
』
」

(
『
集
刊
東
洋
向
学
』
七
六
、
一
九
九
六
年
)

0

(
叫
)
窪
添
慶
文
「
貌
品
目
南
北
朝
に
お
け
る
地
方
官
の
本
籍
地
任
用
に
つ

い
て
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
八
三
一
、
二
、
一
九
七
四
年
、
『
貌
耳
目
南

北
朝
官
僚
制
研
究
』
汲
古
書
院
、
二

O
O
三
年
に
所
牧
)

0

(
必
)
石
井
仁
「
六
朝
都
督
制
研
究
の
現
状
と
課
題
」
(
『
駒
淳
史
的
学
」
六

四
、
二

O
O
五
年
)
、
「
「
地
方
分
権
化
」
と
都
督
制
」
(
「
三
園
志
研

究
』
四
、
二

O
O九
年
)
。
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(
必
)
か
か
る
「
分
隊
」
政
治
の
主
張
が
、
西
営
末
か
ら
東
者
に
か
け
て

盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
越
立
新
『
西
亙
日
末
年
至
束
亙
日
時

期
的
「
分
限
」
政
治
|
|
分
権
化
現
象
下
的
朝
廷
奥
州
鎮
」
(
花
木

蘭
文
化
出
版
壮
、
二

O
O
九
年
)
を
参
照
。

(
叫
)
川
本
芳
昭
「
北
貌
の
封
爵
制
」
(
「
東
方
且
字
』
五
七
、
一
九
七
九
年
、

『
貌
耳
目
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
前
掲
に
所
収
)

0

(
釘
)
川
本
芳
昭
「
五
胡
十
六
園
・
北
朝
史
に
お
け
る
周
穫
の
受
容
に
つ

い
て
」
(
『
佐
賀
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
』
二
一
二
、
一
九
九
一
年
、

『
貌
亙
日
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
前
掲
に
所
収
)
は
、
山
住
浩
の
五

位
一
寸
前
の
隼
重
に
周
の
隼
重
と
貌
亙
日
へ
の
批
判
を
見
る
。

(
必
)
も
ち
ろ
ん
唐
代
に
爵
位
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
爵
位
で
は

な
く
官
品
が
基
準
と
さ
れ
た
こ
と
を
重
覗
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
国

位
と
官
口
聞
の
先
後
に
つ
い
て
は
、
閤
歩
克
『
従
爵
本
位
到
官
本
位

|
|
秦
漠
官
僚
口
m
位
結
構
研
究
』
(
生
活
・
讃
童
日
・
新
知
三
聯
来
日
応
、

二
O
O九
年
)
を
参
照
。

(
幻
)
清
出
研
三
「
支
那
封
建
論
史
稿
略
」
(
『
束
E
人
文
挙
報
』
一
一
一
一
一
、

一
九
四
二
年
)
は
、
「
封
建
」
を
「
聖
人
の
意
に
非
ず
、
勢
な
り
」

と
断
ず
る
柳
宗
元
の
「
封
建
論
」
を
歴
代
の
封
建
論
の
中
で
最
も
高

く
評
債
す
る
。
ま
た
、
病
天
議
『
『
封
建
』
考
論
』
(
武
漢
大
向
学
出
版

一
祉
、
二

O
O
六
年
)
は
、
唐
代
の
封
建
論
と
し
て
、
李
百
薬
・
柳
宗

元
の
ほ
か
、
貌
征
・
顔
師
士
口
・
馬
周
の
封
建
論
を
扱
っ
て
い
る
。

(
必
)
司
馬
朗
の
主
張
で
も
「
封
建
」
と
共
に
復
興
す
べ
き
と
さ
れ
て
い

た
「
井
田
」
の
思
想
的
系
譜
に
つ
い
て
は
、
渡
遺
義
浩
「
井
田
の
系

譜
|
|
占
田
・
課
田
制
の
思
想
史
的
背
景
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
研
究

集
刊
』
三
七
、
二

O
O
五
年
)
を
参
照
。

(ω)
林
文
孝
「
顧
炎
武
「
郡
勝
論
」
の
位
置
」
(
『
「
封
建
」
・
「
郡
懸
」

再
考
』
前
掲
)
に
よ
れ
ば
、
明
末
の
封
建
論
は
、
そ
の
封
象
と
し
て

宗
室
の
比
重
が
低
下
し
、
王
朝
の
存
績
を
必
ず
し
も
目
的
と
せ
ず
、

地
方
行
政
の
問
題
が
前
面
に
現
れ
、
『
周
礎
』
の
理
念
に
も
と
づ
く

統
治
健
制
が
提
起
さ
れ
、
一
部
の
論
者
が
世
襲
を
除
外
す
る
こ
と
に

特
徴
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
清
末
の
「
封
建
論
」
が
、
西
欧
近
代

の
理
解
に
道
を
開
き
、
康
有
第
ら
の
立
憲
運
動
に
繋
が
る
こ
と
は
、

増
淵
龍
夫
『
歴
史
家
の
同
時
代
的
考
察
に
つ
い
て
』
(
岩
波
書
応
、

一
九
八
三
年
)
、
地
方
自
治
の
主
張
へ
と
繋
が
る
こ
と
は
、
溝
口
雄

一
二
『
方
法
と
し
て
の
中
園
』
(
東
京
大
事
出
版
合
、
一
九
八
九
年
)

を
参
照
。
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CHINESE ARISTOCRACY AND "FENGJIAN" 

WATANABE Y oshihiro 

Chinese aristocracy was a status system organized on the basis of the author

ity of the emperor and was neither a bureaucratic system nor one based on the 

concept of fengjian. It is therefore difficult to term periods of history when the 

aristocracy prevailed as periods of aristocratic "society." Aristocrats monopolized 

the cultural capital that formed the foundation of their existence, but this is likely 

due to fact the aristocracy was determined by its proximity to imperial authority. 

In order to advance the study of aristocracy, it is necessary to distinguish the aris

tocrats who were formed from a representation of a social status from the aris

tocracy that existed as a state-created social status. 

The aristocracy created by the state was a national system constructed by the 

emperor based on five ranks of nobility and the distinction between officials and 

commoners. The aristocracy could therefore be transformed by the authority of 

the emperor. In the Southern Dynasties the Tianjian reform of Emperor Wu of 

Liang and in the north the determination of surnames by Emperor Xiao of North

ern Wei, as well as the compilation of the Zhenguan zhizuzhi by Taizong in the 

Tang are representative examples of this power. After the initial establishment of 

an aristocratic system with its five ranks of nobility in the Western Jin, the aristoc

racies of the two Jin dynasties and the Northern and Southern Dynasties were 
legitimatized through the concept of fengjian. This was due to the fact that in 

terms of social decentralization, the content of the concept of fengjian was 

appropriate in decentralizing the authority of the ruler but in preventing the decen

tralization of power of the entire central state. However, the aristocracy of the 

Tang dynasty departed from the standard of an aristocracy in which noble ranks 

could be inherited, and this clearly denied the principle of fengjian. On the other 

hand, among the three pillars of political policy promoted by the Confucians, i.e. 

the concept of fengjian, the well-field system, and schools, it was permanent fields 

for officials, which although it retained some elements related to fengjian, adv

anced the system of prefectures and districts !~~ more than the well-field sys

tem. 
The periods of Chinese history when the concept of fengjian has been most 

contested are the Wei-Jin, late Ming, and late Qing. Among these, the use of feng-
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jian to legitimize the aristocracy is closest to the example of Western Europe. 

The fengjian of China that denied the apportionment of land cannot serve as a 

marker of the "medieval" as a period in world history. Fixing the significance of 

the political system of China in terms of the concepts of fengjian and junxian, the 

system of prefectures and districts, is a task that remains to be addressed. 

THE OFFICE OF FUNCTIONARIES IN THE YUANYOU ERA 

OF THE SONG 

KUMAMOTO Takashi 

In the seventh month immediately after Lti Dafang g 7;. ~)] had become the 

sole counselor-in-chief in the fourth year of the Yuanyou era (1089), the remonstr

ance official ~ 1lr Fan Zuyu ffiif!ll. ~ expressed his fear of Lti Dafang's autocratic 

rule, and the related incident concerning the Office of Functionaries ~iU~ also 

arose during the gth and gth month of the same year. The details of this incident 

are found in the diary of Liu Zhi l\'i~ ~ who was vice director of the Secretariat 9=t 
i!H*~~ at the time. The Old-Law-Faction government was confronted with a se

vere financial crisis in the Yuanyou period, and due to this fact, cutting back in ev

ery field became an urgent issue. Reducing the number of functionaries ~ :m!, who 

were salaried sub-official functionaries, xuli W ~, attached to the central gov

ernment was one of those measures. 

The establishment of the Office of Functionaries, which was composed of four 

xuli had been carried out by Dafang and it was directly under his control. It can be 

surmised that Dafang immediately presented his own proposals to the emperor 

and received a judgment when final plan to cut the number of staff in the Office of 

Functionaries was drafted. Although this was a critical issue regarding the central 

government, it is difficult to obtain information about the Office of Functionaries. 

This study first documents the establishment of the office in an effort to make a 

closer examination than Li Tao *~ had been able to. As a result of this study, 

the time of the establishment of the Office of Functionaries was almost certainly in 

the sixth month of the fourth year as the dismissal of deputy counselor-in-chief IX 
Jil','**§ Fan Chunren ffi*4!1= left Dafang as the sole counselor-in-chief and created 

the circumstances in which his "despotism" became possible. In relation to this, I 

examined the incident that Li Tao called the "mistaken issuance of the report in 
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